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第 18回遵守委員会会合 

2023年 10月 5－7日 

韓国、釜山 

 

議題項目 1. 開会 

1.1. 歓迎の辞 

 遵守委員会（CC）議長であるフランク・ミーア氏は、参加者を歓迎す

るとともに、会合の開会を宣言した。議長は、本年の会合は COVID-19

パンデミック後初めての対面会合であり、参加者と再会できたことを喜

ばしく思う旨を述べた。 

 議長は、会合に対し、遵守委員会は遵守に関連する課題に対する確固た

る管理助言を行うよう拡大委員会（EC）より付託されていることを想

起し、本会合の議題を討議する中で会合として当該任務を達成できるよ

う確保するべくメンバーによる協力を求めた。 

 メンバー及びオブザーバーは、会合に対するそれぞれの代表団を紹介す

るとともに簡潔な緒言を述べた。参加者リストは別紙 1のとおりであ

る。 

 

1.2. 議題の採択 

 議題は別紙 2のとおり採択された。 

 会合に提出された文書リストは別紙 3のとおりである。 

 

1.3. 会議運営上の説明 

 議長及び事務局長は、本会合の主な運営上の説明を行った。 

 

議題項目 2. CCSBT保存管理措置の遵守状況の概要 

2.1. 事務局からの報告 

SBT関連措置 

 事務局は、メンバーによる CCSBT管理措置の遵守状況を総括した文書

CCSBT-CC/2310/04を説明した。本文書において留意すべき主要事項は

以下のとおりである。 

• 過剰漁獲（インドネシア）：インドネシアは、2019年及び 2020年の

両漁期において同メンバーの総漁獲利用可能量を超えて漁獲し、両漁

期を合わせた総過剰漁獲量は 456.584トンとなった。インドネシア



 

は、この過剰漁獲分を 2022年から 2026年までの期間において返済す

るプロセスの途中にある。 

• 是正行動計画（南アフリカ）：第 29回拡大委員会会合（EC 29）は、

南アフリカに対し、CCSBT 30までに是正行動計画を提出するよう要

請した。当該計画文書は CCSBT 30に対して提出されなかった。 

• CCSBT転載決議の要件の実施（インドネシア）：インドネシアは、

2021年及び 2022年において冷凍能力を有するインドネシアはえ縄漁

船が実施した SBTを含む洋上転載について、CCSBT転載決議に基づ

く義務を履行していない。 

• その他の事項（南アフリカ）： 

o SFMWG 6会合（2023年）、ERSWG 14会合（2022年）、ESC 26

会合（2021年）、ESC 27会合（2022年）及び ESC 28会合（2023

年）に出席しなかった。また、2023年の CC 18又は EC 30に対す

る国別報告書を提出しなかった。 

o ERSWG 14（2022年）、又は 2021年の ESC 26、2022年の ESC 

27、2023年の ESC 28のいずれにも国別報告書を提出しなかった。 

o 2021年、2022年及び 2023年の科学データ交換又は ERSWGデータ

交換に対して、必要なデータを提供しなかった。 

o 事務局に対して同メンバーによる 2022年の港内検査報告書を「港
内検査の最低基準を定めた CCSBT制度に関する決議」が規定する
14日間の提出期限内に提出しておらず、又は 14日の提出期限より

も提出が遅れる理由に関する通知も行っていない。 

• 欧州連合（EU）は、SFMWG 6（2023年）、ERSWG 14（2022年）、

ESC 26（2021年）、ESC 27（2022年）及び ESC 28（2023年）に出

席せず、また CCSBT 30にも出席しない見込みである。 

• EUは、ERSWG 14、ESC 27及び ESC 28に対して国別報告書を提出

しなかった。 

• 日本は、2022年において、同メンバーの指定港において関連する水

揚げ／転載活動のうち少なくとも 5 % の検査要件を履行しなかった。 

• 日本は、2022年の科学オブザーバーカバー率が皆無であった。日本

は、科学 COVID-19の影響（科学オブザーバーを自宅から乗船地であ

る港に移動させることができなかった）により 2022／2023年漁期に

SBTを漁獲対象とする日本漁船に対して科学オブザーバーを派遣する

ことができなかったと述べた。 

• 韓国は、依然として、事務局に対して想定される漁獲証明制度

（CDS）の輸入文書の写しを全く提出していない。 

 事務局文書において提起された課題及びメンバーからの関連する質問に

対する主な回答は以下のとおりである。 

• 南アフリカは、事務局からの報告の中で提起された課題があることを

認めた。同メンバーは、CCSBT及びその他の地域漁業管理機関

（RFMO）の全ての要件を遵守すべく努力しているものの、近年にお



 

ける人的な制約がこれを困難にしていることを述べた。こうした人的

制約が、必要なデータの提出や会合への参加にかかる南アフリカの能

力に影響を及ぼしている。南アフリカは、メンバーに対し、ここ数ヶ

月においてこうした人的リソースの不足に対処するためのプロセスが

進められ、新たな調査担当者及び漁獲データモニタリング担当者を採

用することとなったと述べた。南アフリカは、この措置により、国別

報告書を完成させるとともに実施スケジュールを含む明確な是正行動

計画を提出することができるものと確信していると述べた。 

o メンバー及び議長からの質問に対し、南アフリカは、2023年 12月

31日までに是正行動計画を提出する予定であること、及びその後

に未提出となっているデータ及び国別報告書を提出する予定であ

ることを述べた。 

o メンバーは、メンバーのパフォーマンスを評価できるようにする

上で国別報告書の提出は重要であり、こうした報告書が提出され

なければメンバーのシステム／制度に対する信頼が減殺されるこ

とに留意した。あるメンバーは、将来においてメンバーが国別報

告書を提出できない場合にはその理由を説明する文書を提出すべ

きであると提案した。 

o 複数のメンバーは、南アフリカに対する支援及びキャパシティ・

ビルディングにかかる従前の意向を改めて表明した。 

• 日本は、2022年においては世界的なパンデミックにより港内検査を

実施するための検査官を配置することができなかったが、2023年に

は検査が再開されたことを述べた。また日本は、2023年においては

同メンバーの漁船にオブザーバーを配乗することができ、来年の CC

には良い結果を報告できる予定であると述べた。 

• 韓国は、CDSの問題についてなされた改善については同メンバーの

国別報告書に記載した旨を述べるとともに、韓国政府機関の新たなウ

ェブサイトの作成及び利用により未提出の様式を確認することが容易

になったことを述べた。また韓国は、eCDSが同メンバーの CDS上の

問題の一部への対処に資するものと考えている。 

• またメンバーは、CCSBTにおける EUの関与が低くなっていること

に留意し、ECに対し、EUの CCSBTにおける長期的な関心について

明確化を求めるべく事務局長から EUに連絡をとるよう勧告した。 

 会合は、事務局文書において提起された課題、及びそれぞれの課題の解

決にかかるメンバーによるコミットメントに留意した。また会合は、

ECに対し、本委員会における EUの関心に関して事務局長から EUに連

絡をとるよう勧告することに合意した。 

 

 

 

 



 

ERS関連措置 

 事務局は、CCSBTの生態学的関連種（ERS）関連措置にかかるメンバー

による実施の程度、並びに ERS措置を他の RFMOの措置と調和させる

ための決議が規定する ERSに関するコミットメントにかかるメンバー

のパフォーマンスについて精査した文書 CCSBT-CC/2310/05を提出し

た。 

 以下が留意された。 

• インドネシアは 2022年 ERSWGデータ交換（EDE）において同メン

バーのデータを提出したが、データを受領したのは本報告書の作成後

であったため、ここでの精査には当該データは含まれていない。 

• 南アフリカは 2022年の EDEデータを提出していないので、同メンバ

ーによる 2022年のオブザーバーカバー率は不明である。 

 本報告書のうち以下の事項が強調された。 

• 一部のメンバーは、2022年において 10 % のオブザーバーカバー率を

達成せず、また代表性にかかる目標も達成しなかった。 

• オブザーバーカバー率や EDE報告が低水準又は欠如していたことに

より、確信を持って ERS措置の全体的な実施状況及び ERSに関する

パフォーマンスのトレンドを評価することは不可能であった。 

• 近年においてメンバーのデータが利用可能である場合、より高い海鳥

観察死亡数が記録されている。 

 ACAPは、一部のケースにおいてオブザーバーカバー率が欠如している

こと、また一部が無報告となっていることにより海鳥個体群に対する

SBT漁業の影響の判断が不可能になっていることへの懸念を表明した。

ACAPは、海鳥混獲緩和を監視するための有益なツールとして、オブザ

ーバー向けの ACAPデータ収集ガイドラインがあることを指摘した。 

 バードライフは、文書 CCSBT-CC/2310/Info02に示した調査でも立証さ

れているとおり、報告されたデータの検証も必要であると述べた。 

 主なコメント及び検討された課題は以下のとおりである。 

• オーストラリアは、国内的に利用可能となっているが現行の CCSBT

報告要件では対象となっていない ERS関連での同メンバーの努力に

関する追加的な情報について述べた。議長は、オーストラリアに対

し、同メンバーの国別報告書の中で追加的な ERS情報を提供するこ

とを提案した。南アフリカは、CCSBTには報告していないものの同

メンバーの科学オブザーバーカバー率は依然として高い（30 % 以

上）ことを述べた。 

• HSIは、データの信頼性が低く、多くの情報が欠如しており、また全

体として ERS関連のパフォーマンスが悪い状況において、SBT漁業

による偶発的捕獲における主たる懸念は海鳥類であるという以前の文

書 CCSBT-CC/2310/05における見解を事務局はどのようにして再度反

映するのかについて質問した。 



 

 代表性のスコアに関する質問（代表性の計算に含める前にある海域にお

ける最低限の漁獲努力量を設定する必要があるかどうかを含む）が提起

された。事務局長は、現行の代表性の計算方法は ERSWGとの協議の下

に合意されたものであるが、現行の計算方法をレビューを次回 ERSWG

会合において検討する議題項目に含めることは可能であると説明した。 

 

2.2.  遵守政策ガイドライン 5（CPG5）の運用 

2.2.1. CPG5に基づき受領した通知に関する報告 

 事務局は、CCSBT 29以降、CPG5に基づく通知を何ら受領していないこ

とを確認した（文書 CCSBT-CC/2310/08）。 

 メンバーからの CPG5通知に関する報告はなかった。 

2.2.2. 予定されている CPG5のレビュー 

 この副議題項目に関する議論は CC会合の開会前に文書通信により開始

された。 

 議長は、CPG5のパラグラフ 6は「この危機の間に学んだ教訓を取り入

れるため、COVID-19パンデミックに伴う運用上の困難が解決した後に

レビューされるものとする」と規定していることを述べた。事前協議に

おいて、議長はメンバーに対し、CCの 2024年作業計画の中に「事務局

及びメンバーは COVID-19パンデミックの間の教訓を取り入れることを

含め、CPG5をレビューすべきである」とする事項を追加することに合

意するかどうかを尋ねた。 

 会合は、CCの 2024年作業計画に当該レビューを追加することに合意し

た。 

2.2.3. オブザーバー不在で行われた洋上転載及びメンバーによってと
られた措置に関する報告 

 この副議題項目に関する議論は CC会合の開会前に文書通信により開始

された。 

 事務局文書 CCSBT-CC/2310/08では、CCSBT 29以降、配乗の問題から

乗船オブザーバー無しで実施された SBTの洋上転載に関して報告され

た。事務局は、保有する記録によると、2022年又は 2023年第 1四半期

において乗船オブザーバー無しに実施された洋上転載はなかったことを

報告した。 

 

2.3. メンバーからの年次報告 

 この議題項目に関する議論は CC会合の開会前に文書通信により開始さ

れた。 



 

 議長は、本年はほとんどのメンバーが提出期限までに CCに対する年次

報告書を提出したことへの感謝を述べた。また議長は、南アフリカは今

次会合に対して年次報告書を提出しなかったことを述べた。 

 メンバーの年次報告書に関して事前協議中に行われた質問に対するコメ

ント及び主な回答の概要は以下のとおりである。 

オーストラリア 

• 南緯 25度以南の海域で操業するオーストラリアの SBTはえ縄漁船

は、荷重枝縄（又は ACAPが承認した鈎針被覆装置も可であるが、

これらは使用されていない）の使用、及び日中においてはトリライン

の使用が義務付けられている（漁業が航海薄暮から航海薄明の時間の

間に操業される場合はトリラインの設置は義務付けられていない）。

文書 CCSBT-CC/2310/05の別紙 2－表 1におけるオーストラリアのデ

ータは、これらの義務及びログブックデータに基づいており、夜間に

投縄が行われた割合を示している。これらの規則にかかる遵守状況

は、電子モニタリング（EM）及び遵守オペレーションを組み合わせ

てモニタリングされている。 

• オーストラリアの EMの監査は、SBTのはえ縄漁業活動の一部（漁獲

努力量の 10 %）をカバーしており、文書 CCSBT-CC/2310/05におい

て報告された数年（2019－2022年）については、漁業者のログブッ

クに記録された少数の海鳥との相互作用は網羅されなかった。漁業者

のログブックに記録された海鳥との相互作用の件数は、2019年は 7

件、2020年は 11件、2021年は 5件及び 2022年は 7件であった。EM

が全てのオーストラリア SBTはえ縄漁船を網羅したこと及び教育と

遵守活動の結果として、オーストラリアの漁業者による海鳥との相互

作用に関する報告の正確性が改善した。オーストラリア漁業管理庁

は、海鳥類及び国内法により絶滅危惧種、危急種及び／又は保護種と

分類されているその他の種に関して報告された全ての相互作用を報告

している。 

• オーストラリアの年次報告書のセクション 1.4 (b)（21ページ）で報

告した検査回数は、蓄養セクターとはえ縄セクターの両方を網羅して

いる。さらに具体的に述べれば、この検査回数には SBT蓄養セクタ

ーにおける漁船及び曳航船に対する 13回の洋上検査と、はえ縄セク

ターの SBT漁船に対する 5回の港内検査が含まれる。 

インドネシア 

• 漁業及び水産物加工会社向けに、政府は 2020年に、バリ島のベノア

港において、データ管理に関するキャパシティ・ビルディング及びは

え縄漁船にかかる絶滅危惧種、危急種及び保護種の管理に関するトレ

ーニングのための海鳥混獲ワークショプを実施した。 

• 2022年におけるインドネシアの小規模／沿岸零細漁船による SBT漁

獲量は 43トンであった。  

 

 



 

日本 

• COVID-19は 2021／2022年及び 2022／2023年シーズンにおけるオブ

ザーバーの派遣を妨げ、日本は海鳥関連のデータを含むオブザーバー

データを報告することができなかった。2023／2024年シーズンにつ

いては、日本は 10 % のカバー率を目指してオブザーバーの派遣を再

開した。ログブックデータを用いた ERS相互作用の報告は CCSBTに

おける現行の報告システムを大幅に変更するものであり、CCSBTに

おいてさらに精査する必要がある。 

• 日本は、新たに開始された港内検査と 2023年 4月に再開されたオブ

ザーバーの派遣が相まって、洋上における海鳥混獲緩和措置の使用状

況の独立的なモニタリングの水準が改善され、是正行動の効果のより

良い評価につながるものと考えている。 

韓国 

• 韓国における検査関係の予算及び検査官は限定的であり、近年はその

限られたリソースを港内検査と水揚地でのモニタリングに当ててき

た。長期的には洋上検査の実施の可能性についても追求していく予定

である。 

• 韓国の国内法（遠洋漁業開発法）は、韓国漁船に対し、RFMOにより

採択されている全ての措置を遵守することを義務付けている。韓国

は、同メンバーの海鳥類国内行動計画及びさめ類国内行動計画は相当

過去に導入されたものであることから、それらの一部をアップデート

する必要があると考えている。このため、本年ではないものの、近い

将来においてこれらの国内行動計画に関する内部的な協議及びレビュ

ーを行う予定である。 

ニュージーランド 

• 現在、ニュージーランドは表層はえ縄船団における海鳥混獲緩和に関

する国内要件をレビューしているところであり、ニュージーランド漁

業における海鳥類（及びその他の保護種）の死亡数をゼロまで削減す

るというコミットメントに変わりはない。 

• ERSWGデータ交換は、メンバーに対し、フックポッドの使用状況の

報告を義務付けていない。フックポッドは 2021／22年漁期にニュー

ジーランドの国内表層はえ縄船団において使用されていたが、その使

用はまばらであった（漁業者の報告によれば、2021年／22年漁期に

おいてフックポッドを 100 % 使用したのは全操業のうち 0.7 % であっ

た）。 

• ニュージーランドは、特に表層はえ縄に対する国内海鳥混獲緩和規制

のレビューが完了した後は、海鳥との相互作用及び混獲緩和要件の有

効性を引き続きモニタリングしていく予定である。ニュージーランド

の国内表層はえ縄漁船に対しても 2024年 1月にカメラを導入するこ

とが予定されており、これにより洋上での漁業活動のモニタリングが

改善する見込みである。ニュージーランドは、必要に応じて将来的な

管理措置をレビューする予定である。 



 

• 遊漁船の隻数の減少には、COVID-19パンデミックや気象条件の影響

など、様々なファクターが寄与したものと考えられる。アマチュアの

チャーター遊漁船による漁獲量も増加したが、これは個人の遊漁船か

らチャーター船による遊漁にシフトしていることを示唆している可能

性がある。 

• ニュージーランドの遊漁者は、2022年は特にニュージーランド北部

の多くの港において SBTの漁獲に成功する事例が多くなっている。

このことは、海況の変化や加入量の増加により SBT若齢魚の分布域

が拡大していることを反映している可能性が高い。 

• EM導入の対象となるニュージーランド沿岸漁業には、SBTを漁獲対

象とする表層はえ縄船団が含まれる。また、小規模な SBTの混獲は

大型漁船にも見られるものの、運用上の制約からこれらの漁船に対し

ては EMの導入は検討されていない。 

• ニュージーランドは、遊漁が想定以上に成長してきているものの、ま

だ同メンバーの遊漁セクターに対するアローワンスを変更していな

い。現在、これを来年に変更するかどうかについて検討中である。 

台湾 

• 台湾では 2016年から国家漁業管理検査計画（NPCI）が実施されてお

り、同計画はその後の 2019年に改定された。NPCIに加え、現在にお

ける台湾の漁業管理（MCSを含む）の実施方針は国内法を太平洋、

大西洋及びインド洋における RFMOの規制と一致させることであ

り、資源の保護と持続的な漁業の発展を目的としている。 

• 2022年における台湾 SBT漁業で記録された投棄量の増加は、科学オ

ブザーバーと台湾商業はえ縄漁船の両方から収集される投棄に関する

情報の質が向上したことに由来している可能性がある。台湾は、SBT

の投棄に関する情報の収集を引き続き改善していく予定である。 

• 2022／2023年漁期において、台湾漁船は 59回の洋上検査の対象とさ

れ、そのうち 49回については何ら違反事項がなかったことが確認さ

れた。その他の 10回については現在も調査中である。 

• 台湾は、同メンバーの海鳥類国内行動計画及びさめ類国内行動計画を

改定するために専門家及び学者を招聘する予定である。 

 

2.4.  CCSBT管理措置の遵守状況の評価 

 事務局は、インドネシア及び南アフリカによる是正行動の実施状況のレ

ビューに関する文書 CCSBT-CC/2310/06を説明した。 

 議長は、インドネシアに対し、同メンバーの返済計画の実施状況につい

て最新情報を提示するよう招請した。インドネシアの報告書は別紙 4の

とおりである。 

 質問に対し、インドネシアは以下を述べた。 

• EMを備えた運搬船の隻数の数字を提示するには本国に確認する必要

がある。確認ができ次第、情報を提供する。 



 

• 一部の運搬船は、EMの設置を妨げるような運用上又は予算上の制約

を抱えている。 

• 同メンバーの警鐘システムには、CDSを通じて報告された漁獲量が

国別配分量の 90 % に達した際に漁業団体に通知すること、及び漁船

に対して SBTの漁獲量が多い特定の海域から退去するよう通知する

ことが含まれる。昨年においてはこの通知が三回発動された。 

• 一部の小規模漁業者は漁業団体のメンバーになっているが、今年利用

可能になった情報によれば、小規模漁業者によって捕獲され他の港で

水揚げされた SBTがわずかながら存在し、そうした漁獲量が現在は

CDSデータに含まれていないことが確認された。インドネシアは、

この問題について、特に小規模漁業又は沿岸零細漁業に CDSを適用

した経験を有する他のメンバーとさらに議論したいと考えている。 

• インドネシアへの国別配分量は、以前は全量が漁業団体に仕向けられ

ていたが、今年から小規模漁業を考慮するべく同メンバーへの配分量

のうち 10 % を留保しておくことを開始した。 

• 小規模漁業者による漁獲物のうちグレードの高いものは漁業団体を通

じて輸出向けに販売されるが、漁獲物の大部分は国内向けに販売され

ている。 

• 同メンバーのモニタリングは、ジャカルタとベノアという二つの主要

港を対象としている。検査は検査官、港湾管理者及び製品の魚種及び

重量を検査するデータ収集担当者によって実施される。今年利用可能

となった情報によれば他の港での SBTの水揚げが確認されており、

漁業行政官はこれらの漁獲物をどのようにモニタリング及び管理する

かを決定するべく地方政府と協議しているところである。 

• 他の港で小規模漁業者により水揚げされた SBTには特段の標識装着

は行われていない。 

 コンプライアンス・マネージャーは、メンバーに対し、標識が装着され

ていない SBTの販売に関する例外的状況は事務局に報告されなければ

ならないことをリマインドした。 

 メンバーからの質問に対し、南アフリカは、あらゆる CCSBT関連事項

に関する同メンバーへの事務局からの一義的な連絡先を確認した。 

 会合は、インドネシアにおいて返済計画に基づく同メンバーの義務を履

行するための適切な取組が行われていることに遵守委員会として満足し

ており、ECに対し、現状のアレンジメントを継続するよう勧告するこ

とに合意した。 

 また会合は、南アフリカによる同メンバーの行動への確固たるコミット

メントに留意し、これらのコミットメント及び行動が起こされるという

新たな保証に満足した。 

 

 



 

議題項目 3. 遵守専門作業部会（TCWG）からの報告 

 議長は、今次 CC会合の直前に開催された第 4回遵守専門作業部会

（TCWG 4）の結果について口頭報告を行った。TCWG 4では、あらゆ

る勧告及び／又は CCによる検討のために提出された文書案を含め、遵

守リスク及び特定されたリスクに対処するための遵守行動計画（CAP）

事項案をレビューすることに重点が置かれた。 

 議長は、作業部会により 15項目の遵守リスクが特定され、各項目ごと

にリスクの可能性、当該リスクの潜在的な影響度及びリスクのマトリッ

クススコアを含む表を取りまとめたことを述べた。これらは通常業務又

は継続的な遵守リスクに追加されたものであることが指摘された。一部

のリスクに対処するための CAP行動事項の特定に進捗があったもの

の、全てのリスク項目に対して作業を完了することはできず、この任務

は CC 18でも継続する必要がある。 

 

議題項目 4. 遵守行動計画（CAP） 

 既存の遵守行動計画（CAP）は CCSBT遵守計画（CCSBT-CC/2310/Info 

01）の別添 1であり、既に失効している。しかしながら、CC 15（2020

年）において、CAP（5年間の行動計画）の改定については次回の対面

会合まで検討を先送りすることが合意されていた。このため、新たな

CAPの検討は CC 18まで延期されていたところである。 

 CC 18は、TCWG 4での積み残しの作業を再開したものの、一部の遵守

リスクに対処するための行動事項の特定作業を完了することができなか

った。 

 会合は、CAPの策定作業は文書通信を通じて休会期間中に継続可能と考

えられること、及び CAP案を 2024年の TCWG 5（開催される場合）及

び CC 19において最終化することに合意した。 

 

議題項目 5. 電子モニタリング（EM）／システムに関する検討 

 この議題項目にかかる検討は文書通信を通じて CC会合の開会前に開始

された。 

 事務局は、CCSBTにおける電子モニタリング（EM）及び電子モニタリ

ングシステム（EMS）に関するハイレベル指針案の検討に関する文書

CCSBT-CC/231-/07を提出した。2023年 5月 17日及び 18日にかけて、

各日半日のセッションにより EM/Sに関するオンラインワークショップ

が開催された。ワークショップは、事務局が本文書別紙 Aとして提示し

た CCSBTにおける EM/Sハイレベル指針案に合意した。この指針案

は、CCSBTにおける EM及び EMSの定義、様々な目的、セキュリテ

ィ、プライバシーや守秘義務への配慮について規定している。事務局



 

は、ACAPが海鳥混獲に関連するオブザーバー／EMデータ収集基準の

さらなるレビューに対して ACAP専門家による助言を提供する用意があ

ると述べていることを指摘した。 

 インドネシアは、EMの定義に含まれている「センサーの使用」が義務

的なものでないのであれば本 EMS指針案の採択を支持することができ

ると述べた。 

 また韓国は、CCSBTには地理的な条約水域がなく、したがって CCSBT

における EM/Sは他の RFMOにおける EM/Sの基準及び仕様と互換性が

あり調和されたものである必要があることを指摘しつつ、本 EM/S指針

への支持を表明した。 

 会合は、ECに対し、別紙 5に示した CCSBTにおける EM及び EMSに

関するハイレベル指針を採択するよう勧告することに合意した。 

 

議題項目 6. CCSBT措置の運用状況：課題及びアップデート 

 この議題項目にかかる検討は CC 18会合の開会前に文書通信により開始

された。 

 事務局は、CCSBTの主要な措置の運用状況に関するアップデートを提

示した文書 CCSBTCC/2310/08を提出した。本文書では、CCSBTにおけ

る主要な監視・管理・取締（MCS）措置のうち、他の議題項目では取り

扱わない事項（以下を含む）に関する運用上の課題の概要を提示した。 

• 漁獲証明制度（CDS） 

• 転載監視計画（追加的な詳細） 

• 極めて特殊な状況に関する行動原則及び取られるべき措置に関するガ

イドライン（CPG5） 

• 許可船舶及び許可蓄養場記録 

• 船舶監視システム（VMS） 

• CCSBT IUU船舶リスト 

• 港内検査の最低基準 

 本文書では、遵守上の懸念がある多数の分野について指摘するととも

に、CC 18に対し、以下のような事項に関して適切な勧告を行うよう招

請した。 

• インドネシアによる、同メンバーの LSTLVによる SBTを含む洋上転

載にかかる CCSBT転載決議の不履行 

• 日本による、2022年における日本の指定港での SBT/SBT製品を船上

に保持する外国漁船による水揚げ及び転載活動に対する港内検査の最

低要件（5 %）の不履行 

• 南アフリカによる、14日の提出期限内に遅延通知又は遅延の理由を

通知することなしに港内検査報告書の提出が遅れる状況の継続（「港



 

内検査の最低基準を定めた CCSBT制度に関する決議」パラグラフ 20

を参照） 

 会合は、本文書において提供された情報に留意した。 

 事務局は、CCSBT許可船舶決議改正案を提示した文書 CCSBT-

CC/2310/09を説明した。CC 17による指示を受けて、事務局は、同決議

パラグラフ 3に基づく遵守モニタリングに関して、船舶が旗国であるメ

ンバーの国家管轄外の水域において漁業を行う許可を有しているかどう

かに関する情報を収集するべく、CCSBT許可船舶決議改正案を作成し

た。 

 会合は、ECに対し、別紙 6に示した改正許可船舶決議を採択するよう

勧告した。 

 

議題項目 7. CCSBTの政策及び決議のレビュー及び改正 

7.1.   CCSBT是正措置政策（CPG3）のレビュー 

 議長は、CC 17において、現在の遵守上の課題に対処するには既存の遵

守政策ガイドライン 3－是正措置政策（CPG3）では限界があると認識さ

れたことを想起した。これを受けて、事務局に対し、CC 18による検討

に向けて、CPG3をレビューした上でメンバー間の遵守をさらに促進す

るべく同政策に追加できるような新たなツールを提案するよう要請され

ていたところである。 

 事務局は、CPG3がその目的を達成する上での障害となっている根本的

な問題があるのかどうか、またメンバーが同政策に取り入れることを希

望するような代替的なツールがあるのかどうかを精査した文書 CCSBT-

CC/2310/10を説明した。 

 事務局によるレビューの際に事務局長が特定した潜在的な課題は以下の

とおりである。 

• CPG3は、同政策をモニタリング及び適用するメンバーの勤勉さに依

存している。 

• 政策の柔軟さが、行政上の過失をどのように修正するのかにかかる曖

昧さの原因となっている。 

• キャパシティ・ビルディングの取組は、関係するメンバーによる問題

及び解決策に対する理解の度合いに依存している。 

 事務局は、メンバーに対し、国別配分量に関わる懲罰措置の適用対象

（例えばメンバーが繰越しを適用する資格）の拡大の可能性、継続的な

非遵守が確認された場合の対象を絞った QARの適用、CCSBTウェブサ

イトにおける遵守パフォーマンスの可視化の強化、及び意思決定プロセ

スの変更など、同政策に対する追加的なメカニズムについて検討するよ

う要請した。 

 メンバーは、以下のポイントを含めて事務局文書を検討した。 



 

• あるメンバーは、継続的な非遵守にかかるコンセプトに関心を示し、

この点については CCSBTの文脈において十分に定義する必要がある

と述べた。 

• 意思決定に関して、CCレベルにおいて全会一致でない意思決定プロ

セスが導入された場合であっても、ECレベルでは出席しているメン

バーによる全会一致の投票により意思決定が行われることが留意され

た。あるメンバーは、非遵守メンバーも是正措置に合意するよう確保

するためには全会一致の意思決定が重要であることを強調した。 

• 別のメンバーは、事項ごとに個別にコンセンサスによる意思決定を行

う必要性を排除できることや非遵守の結果についても既知となること

から、非遵守問題に対する一連の対応方法に事前に合意しておくこと

は有益なモデルとなり得ると述べた。 

• あるメンバーは、CPG3の目的はメンバーによる遵守を支援すること

であると理解しており、さらなる懲罰的措置の追加は一部のメンバー

をさらなる非遵守に追い込んでしまう可能性があると述べた。 

 ピュー慈善基金は、最近においてインド洋まぐろ類委員会（IOTC）が

重大な非遵守問題を特定するための遵守評価プロセスの再分類を行った

ところであり、それが CCSBTにも適用できるものかどうかを確認する

べく IOTCモデルを精査することができると述べた。またピューは、遵

守プロセスに関する問題を検討する際はピューが提出した情報文書

（CCSBT-CC/2310/Info031）が CCSBTでの検討に資する可能性があると

述べた。 

 あるメンバーは、CCはまずあらゆる非遵守問題の重大性を定義し、そ

の上で重大性のレベルに基づく適切な是正行動並びにこれらの行動にか

かる実施期限を特定することを提案した。 

 会合は、CPG3については 2024年に再検討することに合意した。また本

件については、対面でより実質的な検討を行うことができるよう、開催

が検討されている TCWG 5の前にメンバーの見解を集約すべく休会期間

中のプロセスと組み合わせて検討していくのが最善と考えられることに

合意した。 

 

7.2.  転載決議 

7.2.1. 決議の強化 

 事務局は、CCSBT転載決議を強化するための改正案の作成に関する文

書 CCSBT-CC/2310/11を説明した。本文書において、事務局は以下を取

り入れた CCSBT転載決議改正案を提案した。 

 

 
1 “Approaches to Evaluate and Strengthen RFMO Compliance Processes and Performances – a 

Toolkit and Recommendations.” 



 

• 大西洋まぐろ類保存委員会（ICCAT）及び IOTCの両機関の転載関連

措置に最近取り入れられた強化措置 

• 2022年に採択された UN-FAOの転載に関する任意ガイドラインの一

部の要素 

• IOTCが 2022年に修正した転載措置と合致させるための一部の編集上

のアップデート（CCSBT決議と IOTC決議が可能な限り一致するよ

う確保するための修正） 

 事務局は、補給申告に関する情報を得ることにより、潜在的な転載活動

の調査において、補給活動が IUU転載とされてしまう状況を排除するこ

とができると述べた。 

 メンバーは、SBTの転載をメンバー船籍運搬船に限定すること、又はメ

ンバーの港における転載に限定することを指示しなかった。メンバー船

籍でない運搬船が関わる洋上転載はオブザーバーにより 100 % 監視され

ており、非遵守が確認された運搬船については許可運搬船リストから削

除できること、及び OSECのような新たな地位の設立もあり得ることが

指摘され、メンバーの船籍でない運搬船による転載をモニタリングする

ための既存又はその他の取決めがあることが留意された。また、転載の

実施をメンバーの港に限定することは、港内検査決議では現在 5 % しか

義務付けられていない港内検査に関するメンバーのリソースに影響を及

ぼす可能性があることが留意された。 

 韓国は、転載決議の対象に関する明確化を求め、同決議は水揚げ活動に

は適用されないことを指摘した。 

 補給申告書は IOTC及び ICCATに対して提出されることが留意された。

船舶が CCSBTに対して何度も申告書を提出しなければならない状況に

ならないよう、CCSBTは、これらの機関との情報交換に関する取決め

の中に補給申告書も追加すべきである。 

 会合は、ECに対し、別紙 7に示した CCSBT転載決議改正案を採択する

よう勧告した。 

 

7.2.2. インドネシアによる転載に関する提案 

 議長は、メンバーに対し、EC 29に対してインドネシアが CCSBT転載

決議改正案を提出したが、同提案は CC 17では全く検討されなかったの

で、ECはインドネシア提案にかかる包括的な検討を CC 18に対して付

託していたことを想起した。 

 インドネシアは、会合直前の 2023年 9月 26日に提出した大型漁船の転

載に対する計画創設に関する決議改正案に関する文書 CCSBT-

CC/2310/18を説明した。インドネシアは、提案した改正点は IOTCにお

いて合意されているパイロットプロジェクトと整合するものであり、隻

数を限定した船舶に関してインドネシアが転載要件を履行するためにイ

ンドネシアの国内オブザーバーを利用できるようにするものであると説

明した。インドネシアの商業漁業において、製品の品質を確保するため



 

には転載能力が重要となっている。インドネシアは、パイロットプロジ

ェクトの実施に伴う IOTCの基準の全てを履行することはできていない

が、当該パイロットプロジェクトが終了するまでには全ての要件を履行

することを目指していると述べた。 

 インドネシアの転載に関する提案に関して、事務局には、インドネシア

提案の対象及び影響を十分に明確にするべくいくらかの予備的な分析を

行う任務が課されていたところである。この分析を行うための時間が限

られていたことから、事務局の分析は、潜在的な影響の分析よりもまず

追加的な背景情報を提供することに重点が置かれた。事務局は、インド

ネシアによる国内オブザーバーの利用は現行の CCSBTにおける義務を

履行しておらず、複数の通知及び情報提供要件も不履行となっているこ

とを述べた。 

 質問に対し、インドネシアは以下を明確化した。 

• インドネシアの木造船は IOTCオブザーバー計画のプロバイダーが要

求する最低限の安全衛生基準を満たさないため、IOTC地域オブザー

バーがこれらの船舶に乗船することはできない。 

• インドネシアの国内法により、インドネシアのはえ縄漁船はインドネ

シア船籍運搬船への転載のみが許可されており、かつ水揚げはインド

ネシアで実施しなければならない。 

• IOTCは同委員会の遵守委員会において独立的評価を実施する予定で

あり、その結果を CCSBTに共有することができる。またインドネシ

アは、CCSBTにおける独立的な評価の実施にも同意することができ

る。 

• 外国船籍運搬船を利用可能とするための国内法の改正には、大臣の承

認及び業界との協議が必要となる。 

• インドネシアはえ縄船団の漁獲努力量は、転載の大部分が行われてい

る統計海区 2において増加している。 

 会合は、インドネシアの転載にかかる 2年間のトライアル（トライアル

のパフォーマンスを独立的に評価するための対象を絞った品質保証レビ

ュー（QAR）を含む）に合意した。 

 また会合は、CC 19において対象を絞った QARに関する付託事項に合

意する必要があることに合意した。 

 

議題項目 8. CCSBT遵守計画の実施状況 

8.1.   品質保証レビュー（QAR） 

 この議題項目に関する議論は、CC会合の開会前に文書通信により開始

された。 

 CC 17は、CCSBTにとって QARプロセスは遵守ツールとして非常に有

益であったことに合意し、EC 30及び SFMWG 6に対し、改定 CCSBT戦



 

略計画（パフォーマンス・レビュー勧告の実施計画を含む）を策定する

際に QARの価値を考慮に入れるよう勧告した。また CC 17は、メンバ

ーに対し、CC 18による検討に向けて、QARのオプションに関するコメ

ント及び提案を事務局に提出するよう要請した。 

 事務局は、CCSBT品質保証レビュー（QAR）プログラムに関する将来

的なオプションに関する文書 CCSBT-CC/2310/12を説明した。本文書で

は、元々は CC 17に対してニュージーランドが提案した将来的な QAR

に関する 4つのオプションに加え、CCSBT戦略計画改定案における継

続的作業計画案の一部として SFMWG 6により提案された 5つ目のオプ

ションを提示した。 

 事前協議において、議長はメンバーに対して以下を要請した。 

• 本文書で提示された 5つのオプションに関してコメント／提案を行

い、及び／又は代替的なオプションを提案すること。 

• CCSBTにおける将来の QARをどのように進めるかについて、選好す

るオプションを特定すること。 

 議長は、事前協議の際にオプション 5を選好オプションとして明示しつ

つオプション 3についても検討する用意があるとの意向を提示したメン

バーは日本だけであったことを述べた。他のメンバーは、日本と同様に

このオプションを支持した。 

 会合は、以前の QARの結果に関する報告を改善する必要があるとし、

メンバーはそれぞれの国別報告書の一部としてこの報告を行うことが考

えられると提案した。またメンバーは、CCSBTにおいて独立的なレビ

ューツールを保有することの価値を認識しつつも、こうした取組にかか

る費用についても留意した。 

 会合は、将来の QARにかかるアプローチとしてはオプション 5を選好

し、状況に応じてオプション 3も利用することに合意した。 

 

8.2.   市場 

8.2.1. 日本による市場提案に関するアップデート 

 日本は、同メンバーによる市場提案に関する作業のアップデートを提示

した文書 CCSBT-CC/2310/19を説明した。日本は、メンバーに対し、

SFMWG 6は日本が提案したアプローチを承認したことを想起した。本

提案には、(1.1) みなみまぐろのモニタリングを改善するための CDSデ

ータと異なるデータセットとの毎年の検証、(1.2) トレーサビリティを目

的とした eCDS（電子 CDS）に電子的に蓄積されるデータの活用、(2) 外

部専門家により示唆された市場計算式にかかる問題点のレビュー、(3) 

非メンバーによる SBTの漁獲及び貿易に関するデータ収集のさらなる

改善、及び（4） 管理標識の使用を改善する必要性に関するレビューの

5つの項目が含まれる。日本は、これらの 5つの項目のうち事項 1.1に

関する提案（解析の結果をどのように提示するのか、どのデータセット



 

を使用するのか、及び解析の結果をどのように CCSBTウェブサイト一

般エリアに公開するのかを含む）を提出することを申し出ていたところ

である。 

 会合は、ECに対し、文書 CCSBT-CC/2310/19に示されたフォーマット

に従って事務局が日本市場提案のうち事項 1.1-A)、B)、D) 及び E) の解

析を実施し、その結果を同文書の別添様式に従って公開するよう勧告す

ることに合意した。 

 また日本は、市場統計及び調査データに基づく日本のみなみまぐろ漁獲

量の推定方法の改善に関する文書 CCSBT-CC/2310/20 (Rev.1) を説明し

た。本文書では、市場統計及び調査データに基づく日本のみなみまぐろ

漁獲量の推定方法の改善が試みられた。2022年の市場調査レビューにお

いて、外部専門家は漁獲量を推定するための方程式の能力に関していく

つかの懸念事項を提起した。しかしながら、提起された懸念事項に対

し、日本はいくつかの改善を行った。予備的な計算結果によれば、報告

漁獲量は推定された漁獲量のレンジに収まっている。日本は、外部専門

家により提案された対応関係アプローチにより得られる漁獲量の推定値

がより頑健であると考えている。さらに、対応関係アプローチにおいて

大幅な変化が見地された場合には、その影響度を判断するためにそれら

の数字を漁獲量に変換する必要が出てくるものと考えられる。このた

め、各メンバーごとの市場流通情報から漁獲量を推定する手法は、

CCSBTとしてさらに追求すべき課題である。 

 さらに日本は、日本市場提案のうち事項 1.2に関して、CDS標識番号に

より個別の SBTの情報を検索できるオープンアクセスの CCSBTウェブ

ページの作成を提案した。本提案は、eCDSを通じて利用可能となる膨

大なデータを活用するもので、かつ水産物のトレーサビリティに関する

要求の高まりを踏まえたものである。日本は、本年の CCにおいては基

本的なプロセスやウェブページの構成に合意した上で、CC 19による検

討に向けて事務局が具体的な仕様案及び推定費用を作成することを提案

した。 

 オープンアクセス SBT検索に関する検討において、いくつかの検討す

べき疑問点が提起された。 

• 検索を行うユーザーは誰なのか。またユーザーはどのようにして

CDS標識番号を入手するのか。 

• CDS標識番号を検索するに当たっては、登録／ログインを要するの

か。 

• 検索に CMF番号も含めるべきか。 

• 機密保持の観点から、ウェブページからどの程度の情報を利用可能と

するのか。 

 メンバーは日本によるこのイニシアティブを称賛し、会合は ECに対

し、2024年において事務局がこの作業に取り組むよう強く勧告した。 

 



 

8.2.2. 標識調査データの解析 

 この副議題項目に関する議論は CC会合の開会前に文書通信により開始

された。 

 事務局は、CC 17において事務局に任務が課され、また SFMWG 6にお

いて事務局が実施するよう提案された日本市場提案の関連事項にかかる

事務局による解析の結果に関する文書 CCSBT-CC/2310/13を提出した。

解析及びその結果の概要は以下のとおりである。 

• 事項 1.1‐C)：CDS及び貿易統計を用いたメンバー別輸入量（生鮮及

び冷凍、対応関係アプローチ#2）。オーストラリアからの輸入として

日本に入った生鮮及び冷凍 SBTの数量において、CDSデータと日本

の貿易統計との間に大きな乖離がある。これらの乖離は、相当量のオ

ーストラリアの冷凍 SBTが CDSでは生鮮として記録されていたこと

に主に起因しているようであり、こうした乖離は 2022年のデータで

も継続している。このオーストラリアに関する例外を除けば、近年の

CDS及び日本の貿易統計の記録は近い数字となっている。 

• 事項 1.1‐F)：CDS及び管理標識調査のデータを用いた個別 SBTの重

量データの比較（CC 17作業計画に記載済）。要すれば、CDSにおけ

るメンバーからの報告漁獲量データと日本市場から得られた CDS標

識調査データとを突合した結果、CTFを通じてメンバーから報告され

た漁獲量は合理的に正確であると定性的に述べることができる。 

• 事項 4：CDS管理標識の使用を改善する必要性のレビュー。2010年

に CDSが開始されて以降、標識番号の判読可能率は全体的に改善し

てきており、近年は非常に高い判読可能率が維持されている。特に

2021年 10月に一元管理標識の装着方法の説明書が改訂されて以降、

直近年においてはメンバーの標識判読可能率はほぼ 100 % まで改善し

ている。 

 会合は、これらの解析結果は有益なものであり、ECに対し、事務局が

事項 1.1-F) の解析については 2024年に、事項 1.1-C) 及び事項 4の解析

については 2025年に実施するよう勧告することに合意した。 

 

8.3.   常設議題項目 

 この副議題項目に関する議論は CC会合の開会前に文書通信により開始

された。 

 事務局は、非メンバーによる潜在的な漁業活動／貿易の概要に関する文

書 CCSBT-CC/2310/14を提出した。本文書では以下が提示された。 

• CCSBT 29以降における非協力的非加盟メンバー（NCNM）との連絡

状況の概要 

• CCSBTと Trygg Mat Tracking（TNT）との関係に関するアップデート

及び既存の臨時資金を用いて 2023年に TMTが事務局向けに作成した

情報報告書に関する情報  



 

• CCSBT 29以降に ICCATに対して報告された NCNMによる SBT漁獲

量に関するアップデート（報告無し） 

• EU及びインドネシアによる新たな（2022年の）国別貿易データサマ

リーの提供に関するアップデート 

• 国連（UN）COMTRADEデータベースから抽出した 2020年から 2022

年までの SBT貿易情報の概要 

• 本文書に通常含まれている COMTRADEデータの提示を停止する提案 

 事前協議において、日本は、CDSに協力するその他の国／漁業主体

（OSEC）の地位を申請するよう奨励するべく、拡大委員会議長又は事

務局長が 100トン以上の SBTの漁獲又は貿易を行った非メンバー（特に

米国及びマレーシア）に対して書簡を送付することを提案した。 

 事務局長は、CC 18会合に先立ち、米国に対しては OSECの地位を求め

るとともに CCSBTの CDSとの協力関係を公式化するよう招請するため

に既に連絡をとったことを述べた。しかしながら、米国は現時点ではそ

のステップに進む用意はないことを示唆した。 

 また会合は、TMTから提出された情報報告書についても検討した。一

部のメンバーは、船舶自動識別装置（AIS）解析の結果、SBTの漁獲が

想定される海域に懸念すべき数の非メンバー船籍船が確認されたことに

留意した。 

 メンバーは、特定された非メンバーに対して関連する海域及び時期にお

ける漁業の実態を尋ねるための書簡を送付することが有益かどうかにつ

いて検討したが、会合は当該提案を追求する必要はないものと判断し

た。 

 セイシェルは、TMT報告書の調査対象となった海域では IOTC許可船舶

が操業しているが、それらの船舶はビンナガを専獲しており、緊密にモ

ニタリングされていることを述べた。セイシェルは、これらの船舶は一

般的にモーリシャス又は南アフリカの港を利用しており、さらなるモニ

タリングが行われていると説明した。今次会合にセイシェルが参加した

のは、CCSBTと関与及び協力したいとの意向もあるためである。 

 あるメンバーは、IOTC条約水域では公海立入検査プロトコルがあるの

かどうか、またいずれかのメンバーが定期的なパトロールを行っている

のかどうかを質問した。 

 オーストラリアは、パトロールにかかる同メンバーのリソースは限定的

であり、パトロールを効果的に実施するにはターゲットを絞る必要があ

ると述べた。 

 会合は以下に合意した。 

• 事務局は、毎年の本文書における COMTRADEデータの提示は停止す

べきこと。 

• 事務局長は、マレーシアに対し、CCSBTの CDSにかかる OSECとな

ることを検討するよう招請する書簡を送付すべきこと。 



 

• 中国、フィジー、マレーシア、モーリシャス、セイシェル、シンガポ

ール及び米国に対し、CC 19会合にオブザーバーとして参加するよう

招請すること。 

 

議題項目 9. CCSBTとその他機関との遵守関係のアップデート 

 この議題項目にかかる議論は CC会合の開会前に文書通信により開始さ

れた。 

 事務局は、CCSBTとその他の機関との遵守関係に関する文書 CCSBT-

CC/2310/15を説明した。本文書では、メンバーに対し、国際監視・管

理・取締ネットワーク及びその関連ネットワーク（パン・パシフィック

漁業遵守ネットワーク（PPFCN）及びまぐろ遵守ネットワーク（TCN）

等）、国連食糧農業機関（FAO）、並びに ICCAT、IOTC及び中西部太

平洋まぐろ類委員会（WCPFC）を含む RFB／RFMOと CCSBTとの遵守

関係に関する最新情報を提供した。 

 会合は本文書に留意した。 

 

議題項目 10. 試行的 eCDSの開発状況 

 この議題項目に関する議論は CC会合の開会前に文書通信により開始さ

れた。 

 事務局は、CCSBTにおける試行的 eCDSプロジェクトの進捗状況に関す

る文書 CCSBT-CC/2310/16を説明した。 

 事前協議において、メンバーには eCDSへの全面的な移行日について検

討及び合意するよう要請された。全面的な移行日とは、全てのメンバー

が eCDSを使用することが義務付けられる日付である。 

 議長は、事務局が非常に少ない予算でシステムを開発したことを称賛

し、今日までのメンバーからのフィードバックや全体的なサポートに感

謝した。 

 今次会合での議論を踏まえ、議長は、CDS決議のレビューは CC 19に先

送りすることとし、事務局文書において特定された技術的な課題にかか

る検討は休会期間中に小作業部会を通じて取り扱うことを提案した。 

 日本は、eCDSへの全面的移行は 2026年 1月までに準備が整うものと想

定していると述べた。このスケジュールであれば、さらなる検討及び業

界との適切な関与や手続きが可能となる。メンバーは、2026年に eCDS

を導入する用意があることを表明した。 

 会合からの質問に対し、事務局は、ユーザーマニュアルは今年末までに

英語及び日本語の両言語により利用可能となる予定であることを確認し

た。また事務局は、全面的移行日より前に eCDSを利用したいメンバー

は、システムを利用し、システムから直接 CDS文書を出力（印刷）で



 

きることを確認した一方で、あるメンバーは、eCDSの全面的移行より

以前に eCDSを利用する場合の手続きについては CDS決議又はユーザー

マニュアルに明示しておく必要があることを指摘した。 

 議長は、2024年は主に業界によるテストに専念することとし、2025年

は 2026年 1月 1日の移行日に向けたトレーニング、コミュニケーショ

ン及び法改正に重点を置くこととして議論を総括した。 

 会合は、ECが別の決定を行わない限り、2026年 1月 1日を eCDSへの

全面的移行日とすることに合意した。 

 

議題項目 11. 海鳥措置の実施の強化に関するプロジェクト 

 この議題項目に関する議論は CC会合の開会前に文書通信により開始さ

れた。 

 CCSBT海鳥プロジェクトマネージャーのロス・ワンレス博士は、海鳥

措置の実施を強化するための海鳥プロジェクトのアップデートを提供し

た文書 CCSBT-CC/2310/17を説明した。海鳥プロジェクトの全てのエレ

メントが進捗されており、プロジェクトとの今後の関与の仕方について

ほとんどのメンバーとの間で協議が開始されている。今後もプロジェク

トを継続的に進捗させていくためには、メンバーとのさらなる連絡調整

（特に CCSBT年次会合の合間に直接協議する機会）が重要となる。本

文書では、トレーニング用の資料を改善するために取り組まれている作

業について説明するとともに、これまでの年次プロジェクト運営委員会

会合（2023年 7月 11－14日にローマで開催）における事務局と他のま

ぐろプロジェクトパートナー及び FAOスタッフとの積極的な関与につ

いて言及した。 

 ワンレス博士は、プロジェクトの資金は会場借料、メンバーの代表者、

専門家及びサービスプロバイダーの参加費用といった様々な事項に利用

し得るものの、設備投資には使用できないことを明確化した。他のトレ

ーニングセッションと本プロジェクトのトレーニングを組み合わせると

いった効率化／シナジーが奨励されている。 

 ACAPは、ACAPがバードライフ・インターナショナルと共にプロジェ

クトの支援パートナーとなっており、またプロジェクト運営委員会のメ

ンバーでもあることを述べた。ACAPの製品の多くが本プロジェクトの

活動の一部に関連している。ACAPは、CCSBTを越えた本プロジェクト

の関係性を強調しつつ、本プロジェクトに対して他のまぐろ類 RFMO

事務局から強い関心が寄せられたことを想起した。 

 メンバーは、本プロジェクトの進捗状況について留意するとともに、プ

ロジェクトへのサポート及びこれに関与していく意向を表明した。 

 



 

議題項目 12. 2024年の作業計画 

 CC は、以下のとおり 2024年の作業計画を作成した。毎年実施される継

続的な任務については、2024年に新規の作業でない限りここには示して

いない。 
 

大凡の期限 リソース 

是正行動計画を提出する 2023年 12月

31日まで 

南アフリカ 

未提出のデータ（科学データ交換及び ERSWG

データ交換のデータを含む）及び国別報告書を

提出する 

是正行動計画

の提出後及び

（ERSデータ

については）

ERSWG 15会

合の前まで 

南アフリカ 

EUに対し、同メンバーの CCSBTにおける長期

的な関心事項について確認を求めるとともに、

年次報告書の提出及び全ての委員会会合への参

加は全てのメンバーに対する義務であることを

リマインドするための書簡を送付する 

 

可能な限り速

やかに 

事務局 

ERSWGに対し、次回 ERSWG会合の議題項目

として、科学オブザーバーカバー率の代表性を

計算するための現在の手法をレビューするよう

要請する 

ERSWG 15 事務局 

 

CPG5（極めて特殊な状況に関する行動原則及び

取られるべき措置に関するガイドライン）につ

いて、COVID-19パンデミック中の経験を取り

入れる形でこれをレビューする 

CC 19まで 事務局 

インドネシアは、合意されている返済計画に基

づく義務を引き続き履行する 

継続 インドネシア 

休会期間中の連絡グループを通じて改訂遵守行

動計画案を最終化し、TCWG 5/CC 19による承

認を得るべくこれを提出する 

 

TCWG 5/CC 19

まで 

 

メンバー及び

事務局 

メンバーは、事務局に対し、2024年 1月 1日ま

でに、それぞれの許可船舶が国家管轄外の水域

において操業する許可を有しているかどうか

（Yes又は No）を報告する 

By 1 Jan 2024 

2024年 1月 1

日まで 

メンバー 

対面でより実質的な議論が行われる可能性があ

る TCWG 5会合に先立ってメンバーの見解を取

りまとめるための休会期間中のプロセスとも合

わせて、是正措置政策（CPG 3）の再検討を行

う 

TCWG 5／CC 

19まで 

メンバー及び

事務局 



 

 

大凡の期限 リソース 

改正転載決議に基づく取決めを実施する 2024年 4月 1

日から 

メンバー及び

事務局 

転載トライアルにかかる取決めを実施する 2023年 11月 1

日から 

インドネシア 

IOTC/ICCATの転載補給申告書を CCSBTと共有

できるように ICCAT及び IOTCとの転載MoU

を強化する観点から、これらを精査する 

CC 19より前 事務局 

インドネシアによる 2年間の洋上転載トライア

ルにかかる転載 QARのための付託事項を起草

する 

CC 19まで 事務局 

文書 CCSBT-CC/2310/19に規定されたフォーマ

ットに従い、日本市場提案のうち事項 1.1-A)、

B)、D) 及び E) の解析を実施する 

CC 19より前 事務局 

文書 CCSBT-CC/2310/19の別添に従い、事務局

による市場解析の結果を公表する 

EC 31後 事務局 

CDS標識番号により個別の SBTの情報を検

索できるようにするためのオープンアクセ

ス CCSBTウェブページにかかる仕様案及び

費用見積りを作成する 

CC 19より前 事務局 

2024年においては日本市場提案のうち事項 1.1-

F) の解析を引き続き実施し、事項 1.1-C) 及び 4

については 2025年に解析を実施する 

（事項 1.1－

F）について

は）CC 19よ

り前 

事務局 

マレーシアに対し、CCSBTの CDSにかか

る OSECとなる可能性を検討するよう招請

する書簡を送付する 

可能な限り速

やかに 

事務局 

中国、フィジー、マレーシア、モーリシャ

ス、セイシェル、シンガポール及び米国に

対し、CC 19会合にオブザーバーとして参

加するよう招請する 

CC 19より前 事務局 

英語及び日本語の eCDSユーザーマニュアルを

作成し、メンバーに対して利用可能にする 

2023年 12月

31日まで 

事務局 

eCDSに関する積み残しの技術的課題を解決す

るため、休会期間中の eCDS作業部会を招集す

る 

2024年初頭 メンバー及び

事務局 

業界による eCDSテストを実施する CCSBT 31まで

（2024年中） 

メンバー 

事前協議プロセスについて、より合理的な

方式を検討する 

CC 19より前 事務局及び

CC議長 



 

 

大凡の期限 リソース 

事務局は各メンバーの遵守上の課題を特定し、

メンバーが各事項にどのように対処したのかを

次回の CC会合に報告するよう求める形で、メ

ンバーに対するレターを取りまとめる 

事務局につい

ては 8月 1日

より前まで、

メンバーは CC 

19において回

答 

事務局及びメ

ンバー 

 

議題項目 13. その他の事項 

 議長は、事前協議プロセスについて参加者からのフィードバックを求め

た。あるメンバーは、当該プロセスは特に Yes/Noで回答する性質の質

問や国別報告書の検討において非常に有益であると述べた。別のメンバ

ーは、国別報告書を含む重要な課題については対面で議論することを好

むと述べた。あるメンバーは、当該プロセスは議論に参加するための均

等な機会が得られる点で非常に価値があり、CCが将来の会合において

も当該プロセスを維持することを希望すると述べた。議長は参加者から

のフィードバックを歓迎し、より合理化された方式により来年も当該プ

ロセスを利用すると述べた。 

 日本は、WCPFCとの転載協力覚書（MoC）の現状にかかる情報提供を

求めた。議長は、CCSBT 29以降、WCPFCの転載オブザーバー基準に関

していくらかの進捗があり、その詳細については文書 CCSBT-

CC/2310/15に提示されていることを述べた。 

 ピューは、最近採択された WTO漁業補助金協定についてコメントし、

メンバーに対し、当該協定の実施に当たって CCSBTが果たし得る役割

があるかどうかを検討するよう要請した。 

 議長はピューによる発言に感謝し、本件は一義的にメンバーが個別に検

討すべき問題であると述べた。 

 

議題項目 14. 拡大委員会に対する勧告 

勧告 

 CCは、ECに対して以下を勧告した。 

1) 事務局長から EUに対し、同メンバーによる CCSBTへの継続的な関心

事項を確認する書簡を送付するとともに、EUに対し、全てのメンバー

は年次報告書の提出及び全ての委員会会合への参加にかかる義務を負

っている旨をリマインドすること。 

2) CCはインドネシアによる同メンバーの返済計画に基づく是正行動義務

を履行するための適切な取組に満足していることを踏まえ、インドネ

シアの返済計画を現行のまま継続すること。 



 

3) 南アフリカに対し、同メンバーによる非遵守分野に対処するための是

正行動計画を 2023年 12月 31日までに提出する任務（未提出のデータ

及び国別報告書の提出のタイミングの提示を含む。なお、ERSデータ

に関しては ERSWG 15の前までに提出）を課すこと。 

4) 以下を採択すること。 

o CCSBTにおける EM及び EMSに関するハイレベル指針 

o 改正許可船舶決議 

o 改正転載決議 

5) CPG3 – 是正措置政策について再検討するとともに遵守行動計画を最終

化するため、2024年の CC 19会合の直前に TCWG会合を開催するこ

と。 

6) 将来的な QARに関して、オプション 5（将来において委員会に加盟し

た国及び／又は主体に対して品質保証レビュー（QAR）を適用する）

を採用し、また状況に応じてオプション 3（保存管理措置（CMM）の

対象を絞って追加的な QARを実施する）を利用すること。 

7) 事務局は、CDS標識番号により個別の SBT情報を検索できるオープン

アクセス CCSBTウェブページに関する仕様案及び費用見積りを作成す

ること。 

8) 中国、フィジー、マレーシア、モーリシャス、セイシェル、シンガポ

ール及び米国に対し、2024年の CC会合にオブザーバーとして参加す

るよう招請すること。 

9) ECが別の決定を行わない限り、eCDSの正式な開始日として 2026年 1

月１日を採択するよう合意すること。 

10) 2024年の CC作業計画を承認すること。 

 

留意事項 

 遵守委員会は、ECに対して以下に留意するよう提案した。 

1) CCは、ERSWGに対し、次回の ERSWG会合の議題項目として、科学

オブザーバーカバー率の代表性にかかる現行の計算方法についてレビ

ューするよう要請したこと。 

2) CCは、2024年に CPG 5（極めて特殊な状況に関する行動原則及び取

られるべき措置に関するガイドライン）のレビューを行う予定である

こと。 

3) インドネシアが、今年利用可能となった新たな情報によれば、現在は

CDSに網羅されていないが少量の SBTを漁獲している小規模漁業者に

よりその他（ジャカルタ及びベノア以外）の港において SBTが水揚げ

されていることを確認し、同メンバーは本年より小規模漁業者による

漁獲量を計上するために同メンバーに対する国別配分量の 10 % の控除

を開始したと述べたこと。 

4) リスクの特定及び優先度の割当に関してかなりの進展があったもの

の、今次会合において利用可能であった時間内に遵守行動計画にかか



 

る作業を完了することができなかったが、CAPの策定作業は文書通信

により休会期間中に継続することができ、2024年の TCWG 5（開催さ

れる場合）及び CC 19において最終化できると考えられること。 

5) CCは、2024年に CPG 3（是正措置政策）について再検討することに

合意したこと。この検討作業については、対面でより実質的な検討が

行われる TCWG 5会合の前にメンバーの見解を取りまとめるための休

会期間中のプロセスを組み合わせることにより実施することが考えら

れる。 

6) CCは、過去の QARの結果に関する報告を改善する必要があると考え

ており、メンバーに対し、それぞれの国別報告書の一部としてこれに

取り組むことを提案したこと。 

7) eCDSの実施計画について、2024年は主に業界によるテストに専念す

ることとし、2025年においてメンバーは 2026年 1月 1日の移行日に向

けたトレーニング、コミュニケーション及び法改正に重点を置くこ

と。 

8) 海鳥措置の実施を強化するためのプロジェクトについて、メンバーは

当該プロジェクトへのサポート及びこれに関与していく意向を表明し

たこと。 

9) 2024年の CC 19会合においては、より合理化された方式により、事前

協議プロセスを引き続き利用すること。 

10) 事務局は、各メンバーの遵守上の課題を特定し、メンバーが次回の CC

会合に対して各項目にどのように対応したのかを報告できるよう、こ

れを各メンバーに対するレターとして（8月 1日までに）取りまとめ

ること。 

 

議題項目 15. まとめ 

15.1.   会合報告書の採択 

 報告書が採択された。 

 

15.2.   閉会 

 会合は 2023年 10月 7日午後 2時 48分（韓国時間）に閉会した。 
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Johan DE GOEDE Mr Advisor Department of 

Forestry, 

Fisheries and the 

Environment
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議題 

第 18回遵守委員会会合 

2023年 10月 5－7日 

韓国、釜山 

 

1. 開会 

1.1. 歓迎の辞 

1.2. 議題の採択 

1.3. 会議運営上の説明 

 

2. CCSBT保存管理措置の遵守状況の概要 

2.1 事務局からの報告 

2.2 遵守政策ガイドライン 5（CPG5）の運用 

2.2.1 CPG5に基づき受領した通知に関する報告  

2.2.2 予定されている CPG5のレビュー 

2.2.3 オブザーバー不在で行われた洋上転載及びメンバーによ

ってとられた措置に関する報告 

2.3 メンバーからの年次報告 

2.4 CCSBT管理措置の遵守状況の評価 

2.4.1 メンバーの遵守状況 

2.4.2 是正措置政策の適用 

 

3. 遵守専門作業部会（TCWG）からの報告 

 

4. 遵守行動計画（CAP） 

 

5. 電子モニタリング（EM）／システムに関する検討 

 

6. CCSBT措置の運用状況：課題及びアップデート 
 

7. CCSBTの政策及び決議のレビュー及び改正 

7.1 CCSBT是正措置政策（CPG3）のレビュー 

7.2 転載決議 

7.2.1 決議の強化 

7.2.2 インドネシアによる転載に関する提案 

 

8. CCSBT遵守計画の実施 

8.1  品質保証レビュー（QAR） 

8.2 市場 

 8.2.1 日本による市場提案に関するアップデート 

8.2.2 標識調査データの解析 

8.3 常設議題項目 

 



   

 

   

 

9. CCSBTとその他機関との遵守関係のアップデート 

 

10. 試行的 eCDSの開発状況 
 

11. 海鳥措置の実施の強化に関するプロジェクト 

 

12. 2024年の作業計画 

 

13. その他の事項 

 

14. 拡大委員会に対する勧告 

 

15. まとめ 

15.1 会合報告書の採択 

15.2 閉会 
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文書リスト 

第 18回遵守委員会会合  

 

(CCSBT-CC/2310/) 

1. Provisional Agenda  

2. List of Participants 

3. List of Documents 

4. (Secretariat) Compliance with CCSBT Management Measures (Rev.1) 

(CC agenda items 2.1, 2.4.1, 2.4.2) 

5. (Secretariat) Annual Report on Members’ implementation of ERS measures and 

performance with respect to ERS 

(CC agenda item 2.1) 

6. (Secretariat) Review of Implementation of Indonesia’s and South Africa’s 

Corrective Actions 

(CC agenda item 2.4.2) 

7. (Secretariat) CCSBT High Level Guiding Principles for EM/S 

(CC agenda item 5) 

8. (Secretariat) Operation of CCSBT MCS Measures (Rev.1) 

(CC agenda items 2.2.2, 2.2.3, 6) 

9. (Secretariat) Proposed Draft Revised CCSBT Authorised Vessel Resolution 

(CC agenda item 6) 

10. (Secretariat) Review of Corrective Actions Policy (Compliance Policy Guideline 

3) 

(CC agenda item 7.1) 

11. (Secretariat) Development of a Revised Strengthened CCSBT Transhipment 

Resolution 

(CC agenda item 7.2.1) 

12. (Secretariat) Potential Future Options for CCSBT’s Quality Assurance Review 

(QAR) Programme 

(CC agenda item 8.1) 

13. (Secretariat) Secretariat’s analyses for Japan’s Market Proposal related items 

(CC agenda item 8.2.2) 

14. (Secretariat) Potential Non-Member Fishing Activity/Trade & Trade Summaries 

(CC agenda item 8.3) 

15. (Secretariat) Update on CCSBT’s Compliance Relationships with Other Bodies 

and Organisations 

(CC agenda item 8.3, 9)  



 

16. (Secretariat) Progress Update on the CCSBT’s Trial eCDS Project  

(CC agenda item 10)  

17. (Secretariat) Update on Seabird Project to Enhance the Implementation of Seabird 

Measures 

(CC agenda item 11) 

18. (Indonesia) A Proposal for Amendment of Resolution on Establishing a Program 

for Transhipment by Large-Scale Fishing Vessels 

(CC agenda item 7.2.2) 

19. (Japan) Update on the work in relation to annual verification with CDS data and 

different data sets 

(CC Agenda item 8.2.1) 

20. (Japan) Improvement of the estimation of Japanese southern bluefin tuna catch 

based on market statistics and research data (Rev.1) 

(CC Agenda item 8.2.1) 

 

(CCSBT-CC/2310/SBT Fisheries -) 

Australia Annual Report to the Compliance Committee and the Extended 

Commission 

European Union  Annual Report to the Compliance Committee and the Extended 

Commission 

Indonesia Annual Report to the Compliance Committee and the Extended 

Commission 

Japan Annual Report to the Compliance Committee and the Extended 

Commission 

Korea Annual Report to the Compliance Committee and the Extended 

Commission 

New Zealand Annual Report to the Compliance Committee and the Extended 

Commission 

South Africa Annual Report to the Compliance Committee and the Extended 

Commission 

Taiwan  Annual Report to the Compliance Committee and the Extended 

Commission 

 

(CCSBT-CC/2310/Info) 

1. (Secretariat) Discussion Paper on Electronic Monitoring (EM) and Associated 

System 

(CC Agenda item 5) 



 

2. (BirdLife International) Global prevalence of setting longlines at dawn highlights 

bycatch risk for threatened albatross 

(CC Agenda item 2.1) 

3. (Pew Charitable Trust) Approached to evaluate and strengthen RFMO compliance 

processes and performance – A toolkit and recommendations 

(CC Agena item 7.1 and 8.3) 

 

(CCSBT-CC/2310/Rep) 

1. Report of the Twenty-Eighth Meeting of the Scientific Committee (August/ 

September 2023) 

2. Report of the Sixth Meeting of the Strategy and Fisheries Management Working 

Group (July 2023) 

3. Report of the Twenty-Ninth Annual Meeting of the Commission (October 2022) 

4. Report of the Seventeenth Meeting of the Compliance Committee (October 2022) 

5. Report of the Twenty-Seventh Meeting of the Scientific Committee (August/ 

September 2022) 

6. Report of The Fourteenth Meeting of the Ecologically Related Species Working 

Group (March 2022) 

7. Report of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the Commission (October 2021) 

8. Report of the Sixteenth Meeting of the Compliance Committee (October 2021) 

 

 

(Documents to be discussed from the 4th Technical Compliance Working 

Group)1 

 

(CCSBT-TCWG/2310/) 

4. (Secretariat) Review of Compliance Risks & Proposed Action Items for Input into 

the Compliance Action Plan 

 

(CCSBT-TCWG/2310/info) 

1. (Secretariat) CCSBT Compliance Plan 

2. (Secretariat) Draft Strategic Plan for the Commission for the Conservation of 

Southern Bluefin Tuna 2023 - 2028 

 
1 メンバーが遵守委員会（CC）会合において検討する可能性がある TCWG会合文書。これらの文書に

対する再度の文書番号の付与は行わない。 



別紙 4 

インドネシアによる 2023年の漁獲量を TAC内に維持するための作業計画 

番

号 
活動 説明 

機関／ 

関係者 
期間 アップデートの説明 

1 国別クオータ

の配分に関す

る国内政策 

インドネシア政府は、SBT

クオータを漁業団体に対し

て割り当て、漁業団体がそ

れぞれのメンバーに対して

クオータを配分する。 

 

DGCF– 

MMAF 

2015年

以降 

インドネシア政府は、SBTクオータを漁業団体に対

して割り当て、漁業団体がそれぞれのメンバーに対

してクオータを配分する。 

漁獲割当の国内的な分配の法的根拠は、2022年 4月

25日付 2022年漁業総局令第 17号である。 

2 CDSアプリケ

ーションシス

テム 

クオータ期間を導入し、イ

ンドネシア CDSシステムの

下に翌年の過剰漁獲を防止

する。 

 

DGCF– 

MMAF 

2015年

以降 

• クオータ期間を導入し、インドネシア CDSシステ

ムの下に翌年の過剰漁獲を防止する。インドネシ

ア政府は、次の収穫年の開始前に、団体及び漁業

会社に対して漁獲能力削減について情報提供して

いる。 

• 各漁業会社のクオータの 80 % に達した時点で警報シス

テムが発動する。 

3 オブザーバー

カバー率 

オブザーバーカバー率を改

善する。 

DGCF, 

RITF 及び 

まぐろ漁業

協会 

2020 – 

2022年 

• 2020年に観察されたはえ縄漁船は 2隻であった。 

• 2021年に観察されたはえ縄漁船は 4隻であった。 

• 2022年に観察されたはえ縄漁船は 9隻であった。 

4 早期警鐘シス

テム 

過剰漁獲を回避するため、

早期警鐘システムとして、

漁業団体及び漁業会社に対

して SBTの漁獲状況を定期

的に通知する。漁獲クオー

タ／船舶に対する報奨及び

制裁を適用する。 

DGCF及び

まぐろ漁業

協会 

2021－

2023年

（第 1四

半期に開

始） 

• DGCFは、クオータ保持者に対して、四半期ごとに定

期的な情報通知を行うための早期警報システムを導入

している。 

• 過剰漁獲を回避するため、DGCFは、SBT漁獲量が上

限の 90 % に達した／近づいた時点で追加的な通知レ

ターを発出している。また、漁期の残り期間における



 SBTの漁獲の削減／停止や漁獲水準の日別情報のリマ

インドを行っている。 

5 標識装着の管

理 

漁港での標識装着を削減す

る。 

DGCF及び

まぐろ漁業

協会 

2021 – 

2023年 

• 港での標識装着に関する規定にかかるまぐろ漁業団体

やクオータを保有する漁業会社への定期的な情報発信

による港内での標識装着活動の低減。 

• 漁船は漁業の操業開始前に船上に標識を持ち込んだ。 

 

6 電子ログブッ

ク  

総トン数 30トン以上の LL

漁船では義務、総トン数 30

トン未満では任意となって

いる電子ログブックの実施

を改善する。 

 

DGCF及び

まぐろ漁業

協会 

2019年

以降 

• 2019年には 221隻のインドネシア漁船が CCSBT

許可船舶記録に掲載され、そのうち 84隻（総トン

数 30トン以上）が電子ログブックを導入してい

る。 

• 2020年には 250隻のインドネシア漁船が CCSBT

許可船舶記録に掲載され、そのうち 174隻（総ト

ン数 30トン以下が 23隻、30トン以上が 151隻）

が電子ログブックを導入している。 

• 2021年には 265隻のインドネシア漁船が CCSBT許

可船舶記録に掲載され、そのうち 224隻（総トン

数 30トン以下が 50隻、30トン以上が 174隻）が

電子ログブックを導入している。 

• 2022年には 273隻のインドネシア漁船が CCSBT許

可船舶記録に掲載され、そのうち 223隻（総トン

数 30トン以下が 48隻、30トン以上が 175隻）が

電子ログブックを導入している。 

7 電子モニタリ

ング 

支援／運搬船及び総トン数

100トン以上のはえ縄漁船

に対する電子モニタリング 

 

DGCF及び

まぐろ漁業

協会 

2021 - 

2023 
• 運搬船に対しては電子モニタリングが義務付けられて

いる。 

• 漁船に対する電子モニタリングは義務付けられていな

い。総トン数 100トン以上のはえ縄漁船に対する任意

で電子モニタリングを導入する計画は、予算上の制約

からまだ実施されていない。 



8 漁業海域別の

漁獲量解析 

SBTが領海、群島海域、イ

ンドネシア EEZ又は公海の

いずれで漁獲されたのかを

特定するための SBT漁獲物

に関するデータ解析。デー

タ解析は、CDS、漁業ログ

ブック、電子モニタリング

及び VMSデータといった

様々なデータを重ね合わせ

て実施される。 

 

DGCF, 

RITF 

2022年 • SBTが領海、群島海域、EEZ又は公海のいずれで漁獲

されたのかを特定するための SBT漁獲物に関するデー

タ解析にかかる文書を作成した。データ解析は、

CDS、漁業ログブック及び VMSデータといった様々な

データを重ね合わせて実施される。当該文書は ESC 27

に提出された。 

• 更新文書を CC 17に提出した。 

9 市場取引デー

タ 

全ての市場データソースの

統合 

DGCF, 

DGPCMF, 

AFQ, 

PUSDATIN, 

統計局、税

関 

2021年 MMAFは、インドネシア統計局及びインドネシア税

関を含む国内の輸出まぐろデータの関係機関との協

議を行っている。協議の結果については文書として

CC 16に提出した（COMTRADEとインドネシア

CDSデータとの間の不調和に関するさらなる調査） 

10 まぐろはえ縄

漁船に対する

漁業改善計画

（FIP） 

• オブザーバーカバー率

の改善 

• データ収集の改善 

• ERSの混獲緩和 

• 政府が取締りを行うま

ぐろはえ縄漁業に関す

る規制の遵守の改善 

• 遵守を確保するための

漁業業界に対するトレ

ーニング及び／又は注

意喚起活動の実施 

まぐろ漁業

協会 

2021 – 

2023年 
• まぐろはえ縄に関する FIPは、SBTを漁獲する漁

船又は CCSBT登録漁船に限定されたものではな

い。 

• 2022年には 339隻のはえ縄漁船が当該 FIPのメンバー

となった。 

• 2022年 6月には、全ての FIPメンバーがデータ収集を

改善する取組の一環として電子ロブブック記録に関す

るブリーフィングに参加した。 

• 2022年には 22隻の FIPメンバーに対して合計 22名の

オブザーバーが乗船した。漁業資源管理局（DFRM）と

水産研究機構及び国家研究革新庁の科学者との協力の

下にオブザーバーによるデータ及び情報が解析され、

インドネシアまぐろはえ縄漁業から得られた ETPを含



む混獲報告書案が作成された。2022年の洋上転載の監

視については、IOTC海域において 14隻の運搬船（い

ずれも FIPメンバー）が洋上転載を実施し、IOTC決議

の下に乗船国内オブザーバーにより 100 % 監視され

た。オブザーバーは、漁獲対象種及び混獲種の両方の

漁獲物を検証した。またこのモニタリングにより、絶

滅危惧種、危急種及び保護種が漁獲された場合の保存

行動及び緩和にかかる管理措置の遵守が確保された。 

• 2023年 6月には、漁業資源管理局は漁船及び運搬船オ

ブザーバーを対象とした技術調整会議（RAKOPTEK）

を開催した。 

 

注記： 

MMAF = 海洋水産省 

DGCF = 捕獲漁業総局 

DGMFRS= 海洋水産資源取締総局 

DGSCMFP= 海洋水産製品競争力総局 

DGFQ= 水産物検疫・品質管理・安全総局 

PUSDATIN = MMAF海洋水産省インドネシア統計局データ・統計・情報センター 

DFRM = 漁業資源管理局 

RITF = MMAF海洋水参照まぐろ漁業研究所 

ATLI = インドネシアはえ縄まぐろ協会 
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CCSBTにおける電子モニタリング／システムに関する 

ハイレベル指針 

 

CCSBTにおける定義 Error! Bookmark not defined. 

電子モニタリング（EM）： 

漁船の活動の記録を目的として、全地球測位システム（GPS）にリンクした映像技術（セン

サーを含み得る）を用いる電子機器を使用すること。 

電子モニタリングシステム（EMS）： 

EM記録の収集、送信及びレビュー、EMデータの報告及び EMプログラムの実施を目的と

する、船舶及び陸上コンポーネントで構成されるシステム。 

 

EM/Sの主な目的 

EM/Sの使用は任意であり、これを使用する場合、EM/Sは人によるオブザーバー計画を補

完又は補足することができる。 

CCSBTにおける EM/Sは、他の関連する地域漁業管理機関（RFMO）において利用されてい

る EM/Sとの互換性を有するべきである。 

将来的にメンバーが合意した場合には、CCSBTにおける EM/Sデータ及び情報は、CCSBT

保存管理措置（CMM）にかかるメンバーの遵守状況の評価及び報告を支援するために使用

される可能性がある。このことは、メンバーが CCSBT保存管理措置の遵守を支援するため

に EM/Sデータ及び情報を独自に使用することを妨げるものではない。 

EM/Sは、CCSBT科学オブザーバー計画規範（SOPS）が定めるとおり、科学オブザーバー

カバー率要件の履行に寄与する形で使用することができる。 

EM/Sが利用可能である場合、EM/Sにより収集されたデータ及び情報は、少なくとも人に

よるオブザーバーにより収集されるデータ及び情報と同等の頑健性を有するべきである。 

EM/Sは、全ての SBT漁業活動横断的に使用することができる。 

 

情報の目標 

EM/Sは、主要なデータ収集ツールとして、及び／又はその他の手段により収集されたデー

タを検証するために使用することができる。  



データのレビューに関する目標 

EM映像記録のレビューは、CCSBT SOPSが定義する代表性を有するべきである。 

陸上の科学オブザーバー／解析担当者は以下を満たすべきである。 

• 洋上科学オブザーバーと同等の資格を有し、及びトレーニングを受けていること。 

• CCSBT SOPSが定義する独立性及び信頼性にかかる要件を満たしていること。 

CCSBTにおける EM/Sの文脈において人工知能（AI）の適用可能性が実証された場合に

は、AIの使用を検討することができる。 

 

セキュリティ、プライバシー及び守秘義務 

EM/S及び当該システムにより収集された情報及びデータは、改ざん不能なものでなければ

ならない。 

メンバーは、EM/Sにより収集された情報を任意に共有することができる。EM/S情報の共

有は、CCSBT機密保持規定に従って実施されるものとする。 
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みなみまぐろ漁業許可船の CCSBTの記録に関する決議 

（第 30回委員会年次会合（2023年 10月 12日）において改正） 

 

みなみまぐろの保存のための拡大委員会は、 

 

「違法、無規制、無報告漁業（IUU）及び 24メートル以上のみなみまぐろ漁業

許可船の CCSBTの記録の設定に関する決議」（以下「原決議文」と言う） が、

2003年の第 10回年次会合で採択されたことに留意し、 

 

CCSBT のこの原決議文では対象とならない非加盟国の 24 メートル未満の漁

船によるみなみまぐろの漁獲が相当量あることにさらに留意し、 

 

IUU漁業活動を阻止するために早急に包括的な対策をとる必要性を考慮し、 

 

拡大委員会が、2013年に「みなみまぐろ（SBT）に関する違法、無報告、無規

制漁業活動への関与が推測される船舶のリストの設立に関する決議」を採択し

たことを考慮し、 

 

輸入国にとって生鮮まぐろ製品の効果的な検査体制の確立の技術的な困難性

を認識し、 

 

CCSBT条約第 8条 3 (b) に従い、次のとおり合意する。 

 

1. 締約国、拡大委員会のメンバー及び協力的非加盟国は、次を行わなければな

らない。 

a. 自国の登録下にあるすべての船舶がみなみまぐろの IUU 漁業活動を行

わないよう確保する。 

b. 関連の法律と合致したかたちで、IUU漁獲を防止、抑止、根絶するため

のあらゆる可能な行動をとる。 

c. みなみまぐろに関する IUU 漁業の問題の進捗状況、及び定期的に必要

とされるさらなる措置の採択を含めた、自国の IUU 措置の実施状況を

レビューする。 

 

2. 拡大委員会は、みなみまぐろを漁獲する許可を受けた漁船（以下「漁船」又

は「FVs」という）の CCSBTの記録を設立し、保持する。この勧告の目的のた

めに、この記録に記載されない漁船は、漁船の大きさに関わらず、みなみまぐ



 

 

ろを漁獲し、船上に保持し、転載し、又は水揚げする許可を有していないもの

と見なされる。 

 

3. メンバー及び協力的非加盟国は、許可漁船の CCSBTの記録における以下の

区分の漁船に対して、IMO ナンバーの発行を受けさせるよう確保するものと

する。 

• SBTを漁獲することを許可された当該国の旗を掲げる全ての漁船（ただ

し木造船及びファイバーグラス船を除く）であって、かつその大きさが

総トン数 100トン以上である全ての漁船 

• 2021年 1月 1 日以降にあっては、SBT を漁獲することを許可された当

該国の旗を掲げる木造船及びファイバーグラス船であって、かつその大

きさが総トン数 100トン以上である漁船 

• 2022年1月1日以降にあっては、総トン数 100トン未満かつ全長（LOA）

12 メートルを下限とする全ての船内機船であって、旗国の管轄外の水

域において操業することを許可された漁船 

 

4. 拡大委員会のメンバー（以下「メンバー」という）及び協力的非加盟国は、

みなみまぐろの漁獲を許可された自国旗を掲げる漁船のリストを、電子的手段

により、事務局長に提出しなければならない。2024年 1月 1日以降1、このリ

ストには、次の情報を含まなければならない。 

- IMOナンバー（該当する場合） 

- 船舶の名称、登録番号 

      - 以前の名称（該当する場合） 

      - 以前の船籍国（該当する場合）  

      - 他の登録からの抹消に関する過去の詳細（該当する場合） 

      - 国際無線信号符字（該当する場合） 

      - 船舶の形態、船体の全長、登録総トン数（GRT） 

      - 所有者の氏名、住所 

      - 操業者の指名、住所 

      - 使用漁具 

      - 漁獲ないし転載が認められた許可期間 

      - 船舶の冷凍能力2の有無（有又は無） 

      - 船舶の国家管轄外の水域での操業許可の有無（有又は無） 

メンバー及び協力的非加盟国は、このパラグラフに基づき、船舶のリストを初

 
1 すなわち、2024 年 1 月 1 日時点において CCSBT 許可船舶リストに掲載されている全ての船舶、及び

2024 年 1 月 1 日以降の全ての新規許可漁船に関して、列記した全ての情報が提供されなければならな

い。 
2 摂氏－30 度以下で 500 キログラム以上の SBTを保持する能力を有する冷凍庫を備えている場合、当

該漁船は冷凍能力を備えているものとみなされる。 



 

 

めに提出する場合、どの船舶が新規に追加されたか、また、事務局長に提出さ

れたリストに現在掲載されている船舶の代船を意味するかを示さなければな

らない。当初の CCSBTの記録は、このパラグラフに従い提出されたすべての

リストからなる。 

 

5. メンバー及び協力的非加盟国は、当初の CCSBT記録の設立の後は、当該記

録への追加、削除、修正については、このような変更が生じた際に速やかに事

務局長に通知しなければならない。 

 

6. 事務局長は、CCSBTの記録を保持し、メンバー及び協力的非加盟国が留意

した機密性の要件と合致したかたちで、CCSBT のウエブサイトへの掲載を含

めた電子的手段を通じて、記録の広報を行うためのあらゆる措置を講じなけれ

ばならない。 

 

7. 記録に記載された船舶の旗国であるメンバー及び協力的非加盟国は、次を

行わなければならない。 

a) 自国の漁船が CCSBT条約及びその保存・管理措置に基づく要件と責任を

遂行できる場合にのみ、自国の漁船にみなみまぐろを漁獲する許可を与え

る。 

b) 自国の漁船が関連するすべての CCSBTの保存・管理措置を遵守すること

を確保するために必要な措置を講ずる。 

c) CCSBT の記録に掲載されている自国の漁船が、有効な船舶登録証書並び

に漁獲及び/又は転載のための有効な許可証を船上に保持することを確保

するために必要な措置を講ずる。 

d) 当該船舶が IUU 漁業活動の経歴を有する場合、船主は当該船舶が二度と

そのような活動に従事しないことを示す十分な証拠を提供したことを確

認する。 

e) CCSBTの記録に掲載されている漁船の所有者及び操業者が、CCSBTの記

録に掲載されていない漁船によるみなみまぐろの漁業活動に従事又は関

与していないことを、国内法で可能な範囲で確保する。 

f) 規制又は懲罰的措置が効果的にとられるように、CCSBT の記録に掲載さ

れている漁船の所有者が、旗国であるメンバー及び協力的非加盟国内の市

民又は法人であることを確保するために、国内法で可能な範囲で必要な措

置を講ずる。 

 

8. メンバー及び協力的非加盟国は、懲罰的及び制裁的行動を含めパラグラフ 7

に従ってとられた自国内の行動及び措置を検討し、情報開示に関する国内法と

合致したかたちで、遵守委員会の各会合に対して、検討の結果を報告する。遵



 

 

守委員会はそのような検討の結果を考慮し、適切な場合には、CCSBT の記録

に掲載されている漁船の旗国であるメンバー及び協力的非加盟国に、当該船舶

による CCSBTの保存・管理措置の遵守を向上させるさらなる行動を行うよう

要請する。 

 

9. a) メンバー及び協力的非加盟国は、適用可能な国内法に基づき、CCSBTの

記録に掲載されていない漁船によるみなみまぐろの漁獲、船上保持、転載

及び水揚げを禁止するための措置を講じる。 

 

  b) CCSBT の漁獲証明制度に関する CCSBT の保存管理措置の効果を次によ

り確保する。 

i) 旗国であるメンバー及び協力的非加盟国は、CCSBTの記録に掲載され

ている漁船についてのみ、CDS文書を確認しなければならない。 

ii) メンバー及び協力的非加盟国は、漁船によって漁獲されたみなみまぐ

ろが、その管轄内で転載、国産品としての水揚げ、輸出、輸入又は再

輸出される際、CCSBT の記録に掲載された船舶について確認された

CDS文書を伴うことを求めなければならない。 

iii) メンバー及び協力的非加盟国は、CDS文書の偽造又は誤記載が発生し

ないよう協力しなければならない。 

 

10. メンバー及び協力的非加盟国は、CCSBT の記録に掲載されていない漁船

がみなみまぐろの漁獲及び/又は転載に従事していると疑うに足る合理的な根

拠がある場合は、事実関係を事務局長に通知しなければならない。  

  

11. パラグラフ 9で言及された船舶がメンバー及び協力的非加盟国の旗を掲げ

ている場合、事務局長は、当該メンバー及び協力的非加盟国に対し当該船舶が

みなみまぐろを漁獲することを防ぐために必要な措置を講ずるよう要請する。 

 

12. 拡大委員会及び関係するメンバー及び協力的非加盟国は、相互に連絡し、

FAO 及びその他関連する地域漁業管理機関とともに、他の海域における他の

まぐろ資源に対する悪影響を避けるために、適宜同様の性格の記録の設定を含

め、実行可能な場合には、適切な措置を策定し実施する上で最善の努力を尽く

す。そのような悪影響とは、IUU漁船のみなみまぐろ漁獲から他の漁業へのシ

フトから生ずる過剰漁獲の圧力も含まれる。 

 



 

 

13. 拡大委員会がパラグラフ 9に記された措置の実施を決定する前に、拡大委

員会及びメンバーは、この決議について通知し協議を行うためすべての関連国

と連絡をとり、この決議に適応するための十分な時間を与える。また、拡大委

員会及びメンバーは、非締約国がメンバー又は協力的非加盟国となるよう引き

続き奨励する。 

 

14. 本決議によって、 「違法、無規制、無報告漁業（IUU）及び 24メートル

以上のみなみまぐろ漁業許可船の CCSBTの記録の設定に関する決議」及び過

去の全ての「みなみまぐろ漁業許可船の CCSBTの記録に関する決議」は破棄

される。 
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大型漁船の転載に対する計画創設に関する決議 
（第 30回委員会年次会合（2023年 10月 12日）において改正） 

 

みなみまぐろ保存委員会 (CCSBT) は、 

 

違法、無規制、無報告 (IUU) 漁業活動が、CCSBTによって採択された保存管理措置の

有効性を阻害することから、その根絶の必要性を考慮し、 

 

組織的なまぐろロンダリング活動が行われ、IUU漁船による相当数の漁獲物が正式に許

可された漁船の名の下に転載されてきたことに、重大な関心を表し、 

 

それゆえに、大型漁船の水揚物の管理を含め、転載行為の監視を確実にするという必

要性を意図し、 

 

CCSBT漁獲証明制度 (CDS) の完全性を維持する必要性に考慮し、転載が遵守上のリス

クを増している分野の一つであることを認識し、 

 

みなみまぐろ (SBT) 資源の科学的評価及び漁獲証明制度と合わせた SBT製品の追跡の

改善のため、かかる大型まぐろ漁船から SBTの漁獲データを収集することの必要性を

考慮し、 

 

CCSBT条約第 8 条パラグラフ 3 (b) に従い、次のとおり合意した。 

 

 

セクション 1．総則 

 

用語 

 

 

1. この決議の適用上、 

 

(a) 「LSTLV」は、冷凍能力を備えたまぐろはえ縄漁船をいう。 

 

(b) 「運搬船」は、LSTLVから転載される SBTを受けとる全ての船舶をいう。 

 

(c) 「冷凍能力」：摂氏－30度以下で 500キログラム以上の保持能力を有する冷凍庫を

備えている場合、当該漁船は冷凍能力を備えているものとみなされる。 

 

(d) 「みなみまぐろ」又は「SBT」とは、みなみまぐろ又はみなみまぐろに由来する魚

の製品をいう。 

 

  



 

 

2. 「LSTLVs」に関する洋上転載を監視するための計画下にある場合を除き、全ての

LSTLVによる SBTの転載活動は、港1内で行われなければならない。メンバー又は

CNMが、自国 LSTLVによる洋上転載を認める場合には、かかる転載は本決議のセク

ション 2、3及び 5、及び付属書 I 及び II に定義された手続きに従い実施されなければ

ならない。 

 

3. メンバー及び協力的非加盟国 (CNMs) は、港内において SBTが転載される際、当該

国の旗を掲げる LSTLVsが、本決議のセクション 2、4及び 5及び付属書 I に定められ

た義務を遵守するよう確保するため、必要な措置を講じなければならない。 

 

 

セクション 2. SBTの転載を受けとることを認められた運搬船の記録 

 

4. 事務局長は、LSTLVsから洋上又は港内において SBTを受けとることを認められた運

搬船について、CCSBT記録を創設し、これを維持しなければならない。本決議の目的

のため、記録にない運搬船は、転載活動における LSTLVsからの SBTの受けとりを認

められていないものとみなされる。 

メンバー及び CNMは、以下を確保しなければならない。 

a) 他の RFMOにより許可されなかった運搬船に許可を与えないこと 

b) 他の RFMOの IUU船舶リストに掲載されている運搬船に許可を与えないこと 

 

5. メンバー及び CNMは、CCSBT事務局長に対し、可能であれば電子媒体にて、

LSTLVsから転載物を受けとることを認められた運搬船のリストを遅滞なく提出しなけ

ればならない。各メンバーは、運搬船のリストへのあらゆる追加、削除及び/又はあら

ゆる改変といった変更が生じた時点で、事務局長に対し、速やかにこれを通知しなけれ

ばならない。当該リストは以下の情報を含まなければならない。 

1 船籍 

2 CCSBT記録番号（該当する場合） 

3 IMOナンバー 

4 船名、船舶登録番号 

5 過去の船名（該当する場合） 

6 過去の船籍（該当する場合） 

7 他の登録からの削除の詳細（該当する場合） 

8 国際信号符字 

9 船舶の種類、長さ、総トン数 (GT) 及び積載能力 

10 船主及びオペレーターの氏名及び住所 

11 転載を許可された期間 

 

 
1 港には、（FAO 寄港国措置協定の定義のとおり）水揚げ、転載、梱包、加工、給油又は補給のための

海上ターミナル及びその他の施設を含む。 



 

 

6. 事務局長は、CCSBT運搬船記録を維持し、メンバー及び CNMの船舶に関し通知さ

れた機密保持の要件に合致した方法で、CCSBTウェブサイトへの掲載を含む電子的手

段を通じて、当該記録の周知を行うための措置を講じなければならない。 

 

7. メンバー及び CNMにより洋上及び港内転載を認められた運搬船は、CCSBT漁船監視
システムに関する決議（2017年）を含む全ての適用される CCSBTの決議及び決定、全

ての将来の修正を含む今後の全ての決議に従って運用されている漁船監視システム

（VMS）を稼働状態で搭載していることが要求されなければならない。 

 

8. 洋上及び港内転載を行う LSTLVsは、CCSBTの漁船監視システムに関する決議
（2017年）、及び全ての将来の修正を含む今後の全ての決議に従って、VMSの搭載と

稼働が要求されなければならない。 

 

港内検査 

9. 港内検査の最低基準を定めた CCSBT措置に関する決議に基づき、寄港国であるメン

バー及び CNMは、(a) 疑わしい状況下において説明なしに AIS／VMS信号が消失して

いる及び／又は不審な挙動を示している運搬船、並びに (b) CCSBT許可船舶ではなく

SBTが船上に保持されていることを検証することができない運搬船に対する港内検査

を優先するべきである。港内での転載活動の検査には、転載の全過程の監視、転載され

た SBTの数量と漁船のログブックにおいて報告された数量との突合、及び漁船の旗国

であるメンバー／CNMにより発行された港内転載を実施するための事前許可のレビュ

ーを含むべきである。 

 

積載物の分離 

10. SBTの転載物を受けとる許可運搬船は、転載される SBTを漁船別に分離して積載

し、また船倉内における船舶別の SBTの数量と位置を示す積載計画を策定することが

義務付けられるものとする。検査官から要求された場合、運搬船の船長は、検査官に対

して当該積載計画を提出するものとする。 

 

 

セクション 3. SBTの洋上における転載監視計画 

 

11. 委員会は、LSTLVs及び洋上においてそれら漁船から転載物を受ける権限を付与さ

れた運搬船にのみ適用される SBTの洋上転載監視のための計画を策定する。 

 

12. メンバー及び CNMは、自国 LSTLVsの洋上転載を認めるか否かを決定しなければ

ならない。 

 

13. SBTが付属書 IVに掲げるインドネシア船籍木造運搬船に洋上で転載される場合、

インドネシアは、同メンバーの国内オブザーバーを利用してパラグラフ 26の要件を履

行することができる。 

 



 

 

14. インドネシアは、CCSBT及び IOTCの両事務局に対し、CCSBT及び IOTCの各転載

決議により求められる全てのデータ及び文書の写しを定められた期限内に直接提供する

ものとする。提供される情報には、転載オブザーバーに関する情報、通知及び報告書

（報告書には、その基準及び内容について、IOTCの独立 ROP請負業者により現在作成

及び提供されているものと同等の報告を含むべきである）を含むものとする。 

 

15. パラグラフ 13の規定は二年間のトライアルと見なされ、2023年 11月 1日に開始さ

れ 2025年 10月 31日に終了する。2024年に当該トライアルのパフォーマンスにかかる

独立的なレビューを提供することを目的とする品質保証レビュー（QAR）を実施し、

その結果は CC 20に対して提示される。当該 QARは CCSBTの資金により実施され

る。CC 20は、当該 QARに加え、IOTCからの助言、並びに CCSBTにおける既存の転

載に関する義務の履行状況についても検討するものとする。 

 

16. 付属書 IVに掲げる木造運搬船のいずれかが交替する場合、代替する船舶の材質が

木造であって、かつ積載量又は魚倉の容積が代替される船舶を超えない場合に限り、交

替が許可される。この場合、代替される木造船舶に対する許可は直ちに取り消される。 

 

17. メンバー及び CNMの主権の及ぶ水域における LSTLVsによる転載は、関係沿岸国

又は漁業主体の事前許可が条件となる。沿岸国又は漁業主体の事前許可の原本又は写し

が LSTLV上に保持され、及び CCSBTオブザーバーが要請した際に利用可能な状態に

しておかなければならない。 

 

18. メンバー及び CNMは、自国に置籍する LSTLVsがパラグラフ 19及び 27の条件に

従うことを確保するため、必要な措置を講じなければならない。 

 

船籍が置かれる国又は漁業主体の許可 

19. LSTLVsは、船籍が置かれる国/漁業主体の事前許可を得ないかぎり、洋上における

転載は認められないものとする。事前許可の原本又は写しが LSTLV上に保持され、及

び CCSBTオブザーバーが要請した際に利用可能な状態にしておかなければならない。 

 

通知義務 

漁船： 

20. パラグラフ 19の事前許可を受けるにあたり、LSTLVの船長及び/又は船主は、その

旗国又は漁業主体に対し、予定している転載の少なくとも 24時間前に以下の情報を通

知しなければならない。 

 

a) LSTLVの船名、CCSBT許可船舶リストにおける番号及び IMOナンバー 

b) 運搬船の船名及び洋上において転載物を受けとることを認められた運搬船の

CCSBT記録における番号及び IMOナンバー 



 

 

c) 転載されるトン数及び製品のタイプ2（既知の場合は種別） 

d) 転載の日時及び位置 

e) SBT漁獲の地理的位置 

 

21. 当該 LSTLVの船長及び／又は船主は、旗国である国又は漁業主体、及び適切な場

合は沿岸国又は漁業主体に対し、転載後 5営業日以内に、付属書 I に定められた様式に

従い、CCSBT転載申告書を作成し、送付しなければならない。 

 

運搬船：  

22. 運搬船の船長は、転載開始前に、当該 LSTLVが CCSBTの洋上転載監視計画（付属

書 II パラグラフ 14の費用の支払いを含む）に参加しており、パラグラフ 19の旗国で

ある国又は漁業主体による事前許可を得ていることを確認しなければならない。運搬船

の船長は、このような確認なしにいかなる転載も開始してはならない。 

 

23. 運搬船の船長は、CCSBT事務局及び LSTLVの旗国であるメンバー又は CNMに対

し、転載終了後 24時間以内に、洋上において転載物を受けとることが認められている

運搬船にかかる CCSBT記録の番号とともに、CCSBT転載申告書を作成し、送付しなけ

ればならない。事務局は、受領した全ての転載申告書を LSTLVsの旗国又は CNMに対

して四半期毎に送付するとともに、旗国又は CNMは、受領済みの転載申告書に照らし

てこれらを照合するものとする。 

 

24. 運搬船の船長は、水揚げを行う国又は漁業主体の所管当局に対し、水揚げ開始の 48

時間前までに、洋上において転載物を受けとることを認められている CCSBT運搬船記

録の番号とともに、CCSBT転載申告書を送付しなければならない。 

 

25. CCSBTは、2022年以降に ICCATにおいて導入されている補給申告書3の有効性を考

慮した上で、2025年の CCSBT 32会合において、下記 a) 及び b) に記載した補給申告書

の導入を検討するものとする。 

a) CCSBTの運搬船記録に掲載されている運搬船が SBTを船上に保持している他

の船舶に対して洋上で補給サービスを提供する際、運搬船の船長は、毎回、付属

書 IIIに定められた様式に従って補給申告書を作成し、当該活動の 24時間前まで

に、旗国及び CCSBT事務局に対し、電子的手段を通じてこれを送付しなければ

ならない。  

b) 補給活動が地域転載オブザーバーにより監視されている転載と合わせて実施

される場合は、補給申告書を別途作成する必要はない。 

 

 

  

 
2 製品タイプは加工の状態のことをいう。例えば、付属書 Iの CCSBT転載申告書に列記された製品のタ

イプを参照。 
3 21-15転載に関する ICCAT勧告 21－15のパラグラフ 23を参照。 



 

 

地域オブザーバー計画 

26. メンバー及び CNMは、付属書 II の CCSBT地域オブザーバー計画に従い、洋上で

転載する全ての運搬船に CCSBTオブザーバーを乗船させることを確実にしなければな

らない。CCSBTオブザーバーは、本決議の遵守及び特に転載された SBTの数量と

CCSBT転載申告書に報告された漁獲量が合理的な範囲で一致すること、及び可能であ

れば漁船のログブックにおける記録及び CDS文書のとおりであることを観察しなけれ

ばならない。 

 

27. 船舶は、事務局長に適切に通知された不可抗力の場合を除き、CCSBT地域オブザー

バーを伴わない洋上における転載の開始又は継続は、禁じられなければならない4。 

 

 

セクション 4. SBTの LSTLV港内転載監視計画 

 

28. 効果的な港内転載検査のため、漁船の旗国は、その漁船がみなみまぐろの転載を行

う外国の港を指定し、その他の外国の港における転載を禁止するとともに、指定された

寄港国との間で、効果的なモニタリングに必要となる関連情報を共有するために連絡を

とらなければならない。 

 

29. 港内転載は、以下のパラグラフ 30から 36に定める手続きに従う場合のみ実施され

るものとする。 

 

通知義務 

漁船： 

30. 転載に先立ち、LSTLVの船長は、転載開始の少なくとも 48時間前までに、又はメ

ンバー／CNMが指定した期限までに、又は港までの時間が 48時間以内である場合には

漁業操業終了後直ちに、寄港国の当局に対して以下の情報を通知しなければならない。

後者の場合、寄港国が情報を分析するために十分な時間がなければならない。 

a) LSTLVの船名、IMOナンバー及び CCSBT許可船記録における番号 

b) 運搬船の船名、IMOナンバー及び洋上において転載物を受けとることが認め

られた運搬船の CCSBT記録における番号 

c) 転載されるトン数及び製品のタイプ 2（既知の場合は種別） 

d) 転載の日時及び位置 

e) SBT漁獲の地理的位置 

 

31. LSTLVの船長及び／又は船主は、転載時、その旗国又は漁業主体に対して以下を情

報提供しなければならない。 

a) 製品タイプ及び数量 

b) 転載の日時及び場所 

 
4 この要件は、CPG 5（遵守政策ガイドライン 5‐極めて特殊な状況に関する行動原則及び取られるべき

措置に関するガイドライン）による通知を利用して履行することができる。 



 

 

c) 受けとる運搬船の船名、登録番号、IMOナンバー及び船籍、及び洋上で SBT

の転載物を受けとることが認められた運搬船の CCSBT記録における番号 

d) SBT漁獲の地理的位置 

 

32. 当該 LSTLVの船長及び／又は船主は、旗国又は漁業主体に対し、転載後 15日以内

に、CCSBT許可船舶リストにおける番号とともに、付属書 Iに定められた様式に従

い、CCSBT転載申告書を作成し、送付しなければならない5。 

 

受けとる運搬船： 

33. 運搬船の船長は、寄港国の当局に対し、運搬船に転載予定の SBTの数量について、

転載開始の 24時間前より以前に情報提供しなければならない。 

 

34. 運搬船の船長は、転載終了から 24時間以内に CCSBT転載申告書を作成し、寄港国

の当局、LSTLVの旗国であるメンバー/CNM、及び CCSBT事務局に送付しなければな

らない。当該転載申告書の写しは、運搬船上に保持されなければならない。 

 

35. 運搬船の船長は、SBTを含む転載物の受けとり後に転載港を離れた後、その転載さ

れた SBTの陸揚げの少なくとも 48時間前までに、パラグラフ 34にいう CCSBT転載報

告書の写しを作成し、陸揚げが行われる予定の陸揚げ国又は漁業主体の所管当局に送付

しなければならない。 

 

寄港国及び陸揚げ国の協力 

36. 上述のパラグラフにいう寄港国及び陸揚げ国は、受領した情報の正確性を確認する

ための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。また、報告された漁獲量、転載

量及び陸揚げ量が報告された各船舶の漁獲量と一致することを確保するため、LSTLV

の旗国であるメンバー又は CNMの作業に協力しなければならない。この確認作業は、

船舶に対する干渉及び不自由を最小化するとともに、魚の品質低下を避けるように行わ

れなければならない。 

 

  

 
5 SBTが運搬船に移される前に一時的に固定冷凍庫に移送される場合、LSTLVは、SBTが固定冷凍施設

に移送された日から 15日以内に、転載申告書を作成し、その旗国又は漁業主体に対して、また可能な場

合は沿岸国又は漁業主体に対して、これを送付しなければならない。このような場合は、運搬船の代理

人は、運搬船の船長に代わって転載申告書に署名しなければならない。 



 

 

セクション 5. 一般条項（全ての転載） 

 

37. 漁獲証明制度 (CDS) に関する CCSBTの保存管理措置の有効性を次により確保す

る。 

a) CDSにより求められる必要な CCSBT CDS文書の確認に際し、LSTLVsの旗国

であるメンバー及び CNMは、転載が各 LSTLVの報告した漁獲数量と一致する

ことを確保しなければならない。 

 

b) LSTLVsの旗国であるメンバー及び CNMは、本決議に則り転載が行われたこ

とを確認した後、転載された魚について CDSにより求められる必要な CCSBT 

CDS文書を確認しなければならない。洋上転載の場合、この確認は、CCSBT地

域オブザーバー計画を通じて得られた情報に基づくものでなければならない。 

 

c) メンバー及び CNMは、LSTLVsの漁獲した SBTがメンバー又は CNMの領域

内に輸入される際には、CCSBT許可船舶リストにある漁船に対して確認された

必要な CCSBT CDS文書及び CCSBT転載申告書の写しの添付を求めなければな

らない。 

 

38. メンバー及び CNMは、年次会合の 4週間前に、各々の年次報告に以下を含めなけ

ればならない。 

a) 前漁期の SBTの洋上及び港内における転載数量及び割合 

 

b) 前漁期に洋上及び港内転載を行った CCSBT許可船舶リストに登録されている

LSTLVsのリスト 

 

c) 前漁期にメンバー又は CNMの旗を掲げる LSTLVsから洋上転載物を受けとっ

た運搬船に配乗されたオブザーバーの報告に関する内容及び結果を評価する包括

的な報告書 

 

これらの報告書は、拡大委員会及び関連補助機関のレビュー及び検討のために利

用可能でなければならない。 

 

39. 甲板における加工の有無を問わず、転載され、水揚げ又は輸入されるすべての SBT

は、最初の販売がなされるまで、CCSBT転載申告書をともなわなければならない。 

 

40. 毎年、事務局長は、本決議の遵守をレビューする遵守委員会会合に対し、本決議の

実施に関する報告書を提出しなければならない。 

  



 

 

41. この決議は、メンバー及び CNMが、各々の国内法及び国際法に従い、その主権下

にある地域に所在する港における権力を行使するための権利を何ら侵害するものではな

い。 

 

42. これらの条項は、2024年 4月 1日から効力を有しなければならない。 

 

43. 委員会は、2025年までに本決議をレビューし、必要に応じて委員会が採択した又は

採択する可能性がある関連する規範、仕様及び要件を踏まえた改善を検討するものとす

る。 

 

44. 過去に採択された全ての「大型漁船の転載に対する計画創設に関する決議」は、本

決議によって破棄される。 

 

45. 同一の措置の重複を避けるため、CCSBT運搬船記録にある船に乗船している

ICCAT、IOTC又はWCPFCのオブザーバーは、本決議で策定された基準に合致してい

ること、及び CCSBT事務局が通知を受けていることを条件に、CCSBT転載計画に参加

していると見なしうる。CCSBT事務局は、ICCAT、IOTC及び WCPFCに提出された

SBTの情報に関し連絡を保たなければならない。また、CCSBT事務局は、転載及びオ

ブザーバー基準について、他の地域漁業管理機関の事務局と情報交換を行わなければな

らない。 

 

 

 



 

 

付属書 I －CCSBT転載申告書 

運搬船  漁船  

船名及びコールサイン：  

 

国籍:  

 

IMOナンバー： 

 

船籍が置かれる国／漁業主体許可番号：  

 

登録番号（該当する場合）：  

 

CCSBT登録番号（該当する場合）： 

船名及びコールサイン：  

 

国籍:  

 

IMOナンバー： 

 

船籍が置かれる国／漁業主体許可番号：  

 

登録番号（該当する場合）：  

 

CCSBT登録番号（該当する場合）： 

 

出港 

 

帰港 

 

転載  

 日         月     時 年 

 

自 (港名): 

 

至 (港名): 

 

代理店名：  

 

 

署名： 

LSTLV船長の氏名：     

 

  

署名： 

運搬船船長の氏名： 

 

 

署名：  

重量はキログラム又は単位(例 箱、カゴ)を使用しこの単位のキログラムで水揚重量を表示する： |_____ | キログラム 

 

転載場所  

 

種  港内 洋上 
    製品のタイプ 

    
RD1  GGO1 (kg) GGT1 (kg) DRO1 (kg) DRT1 (kg) Filleted1 Other1 (kg)   

 

              

 

転載が洋上でなされた場合、CCSBTオブザーバーの指名及び署名：  

1  製品タイプは、丸（RD）、えらはら抜き－尾付き（GGO）、えらはら抜き（尾なし（GGT）、ドレス－尾付き（DRO）、ドレス－尾なし（DRT）、フィレ（FL）、

又はその他（OT）として記載されなければならない。ICCAT、IOTC又は WCPFC転載申告書（TD）を記入する場合は、CCSBTにおける上記の SBT製品タイプに最も

近い適切な製品タイプにより SBT重量（Kg）を記録する。  

      

      

      

   



 

 

付属書 II－CCSBT地域オブザーバー計画 

 

1. 各メンバー及び CNMは、洋上において転載物を受けとることを認められてい

る CCSBT運搬船記録に含まれ、洋上転載を行う運搬船に対し、洋上における

各々の転載活動の間、CCSBTオブザーバーの配乗を要求しなければならない。 

 

2. 運搬船が SBTの転載を行う予定の航海に出航する概ね 15日から 2ヶ月前まで

の間に、旗国又は漁業主体は、CCSBT事務局に対し、CCSBTオブザーバー配乗

要請を作成し、送付しなければならない。 

   

3. 事務局長は、オブザーバーを指名し、CCSBT地域オブザーバー計画を実行す

るメンバー及び協力的非加盟国に置籍する LSTLVsから洋上において転載物を受

けとることを認められた運搬船にオブザーバーを配置しなければならない。 

 

オブザーバーの指名 

 

4. 指名されるオブザーバーは、その任務を達成するため、次の適性を有しなけれ

ばならない。 

 

a) 魚種及び漁具を識別するに十分な経験 

b) CCSBT保存管理措置に関する十分な知識 

c) 正確に情報を観察及び記録する能力 

d) 観察する船の旗国の言語に関する十分な知識 

 

オブザーバーの義務 

 

5. オブザーバーは、次を満たさなければならない。 

 

a) CCSBTが定めるガイドライン又はパラグラフ 4 (a) から (c) について訓

練を受けたオブザーバーであることを条件に、IOTC又は ICCATの設定し

たガイドラインが求める技術訓練を修了すること 

b) 可能であれば、運搬船の船籍が置かれる国又は漁業主体の国民でない

こと 

c) 下記のパラグラフ 6に定められた業務を実行する能力があること 

d) 委員会事務局が維持するオブザーバーリストに含まれること 

e) LSTLVの乗組員ではない又は LSTLV会社の雇用者ではないこと 

 



 

 

6. オブザーバーは、次の任務を行わなければならない。 

 

a) 転載の前及びその間、運搬船に転載しようとする漁船において、次を

行う。 

i) SBTを漁獲するための漁船としての許可又は許可証の正当性の点

検 

ii) 船上の漁獲物の総量及び運搬船に移される量の点検と観察 

iii) VMSの動作の確認及び航海日誌の検査 

iv) 船上の漁獲物が他の船舶から移されたものであるのか否かの確

認及びそのような移動に関する文書の点検 

v) 漁船が関与する違反の兆候が見られる場合、運搬船船長に対

し、かかる違反を直ちに報告する 

vi) 漁船における業務の結果をオブザーバー報告書として報告する 

 

b) 委員会が採択した関連する保存管理措置に対する運搬船の遵守状況を

監視するとともに、オブザーバーは、特に次を行わなければならない。 

i. 行われる転載活動についての記録と報告 

ii. 転載に従事した時の船舶の位置の確認 

iii. 転載された製品の観察及び推定 

iv. 関係 LSTLVの船名及びその CCSBT許可船舶リスト番号の確認

及び記録 

v. 転載申告書のデータの確認 

vi. 転載申告書のデータの証明 

vii. 転載申告書への副署 

c) 運搬船の転載活動の日別報告を作成し、これらの日別報告の概要を 5日

ごとに事務局に対して送付する 

d) このパラグラフに従い収集された情報をまとめた全般的な報告書の作

成、及び船長に対し、関連する情報を追記する機会を提供する 

e) 観察期間の最終日から 20日以内に、前項の全般的な報告書を事務局に

提出する 

f) 委員会が定めるその他職務の遂行 

 

7. オブザーバーは、LSTLVs及び船主の漁業活動に関するすべての情報を機密事

項として取り扱い、オブザーバーとして指名される条件として、当該要件を書面

にすることに応じなければならない。 

 

8. オブザーバーは、割り当てられた船舶を管轄する船籍が置かれる旗国又は漁業

主体の法と規則において定められた要件に従わなければならない。 

 



 

 

9. オブザーバーは、すべての船舶職員に適用される行動に関する序列及び一般規

則が、本計画のオブザーバーの業務を阻害するものでないことを条件に、本計画

のパラグラフ 10に定められた船舶乗組員の義務とともに、かかる序列及び一般

規則に対し敬意を払わなければならない。 

 

運搬船の船籍が置かれる国又は漁業主体の義務 

 

10. 運搬船が籍を置く国又は漁業主体及び船長のオブザーバーに関する責任は、

次を含むものでなければならない。 

 

a) オブザーバーは、船舶職員、装置及び機器へのアクセスが許されなけ

ればならない。 

b) また、オブザーバーは、パラグラフ 6に定められたその業務を遂行す

ることを円滑化するため、要請を行った後、配置された船舶に備え付けら

れている場合、以下の機器へのアクセスが許されなければならない。 

i) 衛星航行機器 

ii) 使用されている場合、レーダー表示スクリーン 

iii) 通信のための電子手段 

c) オブザーバーは、その他士官と同等に、部屋、食事及び適当な衛生設

備を含む、宿泊設備提供を受けなければならない。 

d) オブザーバーは、事務作業のため船橋又は水先案内人室において適当

な場所の提供を受け、同様にオブザーバー業務を遂行するため甲板上にも

場所を提供されなければならない。 

e) 船籍が置かれる旗国又は漁業主体は、船長、船員及び船主が、オブザ

ーバーの業務遂行において、妨害、脅迫、干渉、影響を与えること、贈賄

又はその試みを行わないことを確保しなければならない。 

 

11. 事務局長は、運搬船の旗国又は漁業主体及び LSTLVの旗国であるメンバー

又は CNMに対し、全ての該当する機密保持要件に一致する方法で、次の

CCSBT遵守委員会年次会合の 4ヶ月前までに、全ての利用可能な未処理デー

タ、概要及び航海に関する報告を提供することが求められる。 

 



 

 

転載の間における LSTLVの義務 

12. オブザーバーは、天候及び海況をふまえ、オブザーバーの安全が十分に確保

されうる場合、漁船への訪問が認められなければならず、パラグラフ 6に定めら

れる業務を実行するために必要とされる船舶の職員及び場所へのアクセスが許さ

れなければならない。 

 

13. 事務局長は、遵守委員会及び科学委員会にオブザーバー報告書を提出しなけ

ればならない。 

 

オブザーバーにかかる費用 

14. 本計画の実施にともなう費用は、転載活動への従事を望む LSTLVsの旗国で

あるメンバー及び協力的非加盟国によって拠出されなければならない。料金は、

計画の総費用をもとに算出され、CCSBT事務局の特別口座に支払われ、事務局

長が計画実施のため口座を管理しなければならない。 

 

15. パラグラフ 14に求められた費用の支払いなしに、LSTLVは洋上転載計画に

参加することはできない。 

 

  



 

 

付属書 III－CCSBT補給申告書 
 

 

運搬（補給）船 受けとる船舶 

運搬船の名称： 

 

船舶の名称： 

CCSBT登録番号 

 

CCSBT登録番号 

 

国内登録番号 

 

IMOナンバー 

 

IMOナンバー 

国際信号符字 

 

国際信号符字 

現在の船籍 

 

現在の船籍 

 

補給活動：年月日  

補給活動：緯度  

補給活動：経度  

補給物品： 特記事項（該当する場合） 

- 燃料 ☐  

- 餌 ☐  

- 食料品 ☐  

- 予備部品 ☐  

- 医薬品 ☐  

-  乗客／乗員 ☐  

- その他（具体的

に記入） 

☐  

   

 

 

  



 

 

付属書 IV－洋上転載を行うことを認められたインドネシア船籍運搬船 

 
 

 

 

 

No. 木造運搬船の船名 総トン数 IMOナンバー 

1 BANDAR NELAYAN 2017 300 8576809 

2 PERMATA TUNA WIJAYA 01 298 8525903 

3 HIROYOSHI - 17 171 8565836 

4 KILAT MAJU JAYA - 21 197 8574837 

5 BANDAR NELAYAN 271 242 8583589 

6 PERINTIS JAYA - 36 99 8526579 

7 NUSANTARA JAYA -12 149 8583814 

8 NAGA MAS PERKASA 89 146 8569650 

9 BANDAR NELAYAN 519 196 8586244 

10 MUTIARA 36 294 8566426 

11 BAHARI - 116 167 8526725 

12 GOLDEN TUNA 99 199 8586440 

13 BAHARI NUSANTARA 136 8584648 

14 BANDAR NELAYAN 2018 290 8583591 

15 BANDAR NELAYAN 308 244 8590518 

16 BANDAR NELAYAN 2023 295 8590532 

17 BAHARI 89 163 8527353 
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